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メンタルヘルス関係法令、 通達

(1)労働安全衛生法令(メンタルヘルス関係部分販粋〕

ア 労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)

(衛生委員会)

第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議さ

四

2 

せ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に

関する重要事項

衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第 号の者である

委員は、 一人とする。

総括安全衛生管理者文は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場におい

てその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業

者が指名した者

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

三 産業医のうちから事業者が指名した者

四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指

3 

名した者

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測

定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場

合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員Jとあるのは、 「第十八

条第二項第 号の者である委員」と読み替えるものとする。

(健康教育等)

第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健

康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かっ計画的に講ずるように努めな

ければならない。

2 労働者は、前項の事業者が講ずる借置を利用して、その健康の保持増進に努

めるものとする。

(体育活動等についての便宜供与等)

第七十条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進

を図るため、体育活動、レクリェーションその他の活動についての便宜を供与

する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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(健康の保持増進のための指針の公表等)

第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保

持増進のための措置に関して、その適切かっ有効な実施を図るため必要な指針

を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、 前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指

導等を行うことができる。

(安全衛生委員会)

第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会

を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生

委員会を設置することができる。

2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号の者で

四

あ-'5委員は、 一人とする。

総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場におい

てその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業

者が指名した者

安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者

産業医のうちから事業者が指名した者

当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指

名した者

五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指

名した者

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測

定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。

4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。

この場合において、 同条第三項及び第四項中 「第一号の委員」とあるのは、「第

十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

イ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号〉

(衛生委員会を設けるべき事業場)

第九条 法第 18条第 1項の政令で定める規模の事業場は、常時 50人以上の労働

者を使用する事業場とする。

ウ 労働安全衛生規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)

(衛生委員会の付議事項)
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第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保

持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

一 衛生に関する規程の作成に関すること。

法第二十八条の二第一項の危険性文は有害性等の調査及びその結果に基づ

き講ずる捕置のうち、衛生に係るものに関すること。

安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び

改善に関すること。

四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

五 法第五十七条の三第一頃及び第五十七条の四第一項の規定により行われ

る有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結

果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて

行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断及び法に基

づく 他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並び

にその結果に対する対策の樹立に関すること。

八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関する

こと。

九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹

立に関すること。

十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

イマー 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又

は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項の う

ち、労働者の健康障害の防止に関すること。

(委員会の会議)

第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会文は安全衛生委員会(以下「委

員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定

める。

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次

に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

書面を労働者に交付すること。

磁気テープ、磁気デ、イスクその他これらに準ずる物に記録し、かっ、各作業

場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
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4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを

三年間保存しなければならない。

(関係労働者の意見の聴取)

第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関

する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなけ

ればならない。

第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び

趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労

働局において閲覧に供することにより行うものとする。

第六十一条の二 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公

表について準用する。
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(2) 労働者のI~\の健康の保持増進のための指針について

都道府県労働局長殿

(平成18年3月31日基発第0331001号〉

基発第 0331 001号

平成 18年 3月 31日

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省略)

労働者の心の健康の保持場進のための指針について

近年、労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やスト

レスを感じている労働者が 6割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償

状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にある。このような中で、心の

健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きく

なっており、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることは、非常に

重要な課題となっている。

このため、平成 12年 8月 9日付け基発第 522号の 2r事業場における労働者の心

の健康づくりのための指針の策定についてJ(以下「旧指針」という。)に基づき所要の

対策を推進してきたところであるが、今般、事業場におけるメンタルヘルス対策の適切

かつ有効な実施をさらに推進するため、旧指針を踏まえつつ見直しを行い、労働安全衛

生法(昭和47年法律第 57号)第70条の 2第 1項の規定に基づき、 同法第 69条第

1項の措置の適切かっ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講

ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘル

スケア」という。)の原則的な実施方法について、新たに「労働者の心の健康の保持増

進のための指針Jを別紙 1のとおり策定し、本目、「健康保持増進のための指針公示第

3号」として官報公示したところである。

ついては、各局においては、今回の労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32号)

の改正により衛生委員会等における付議事項としてメンタルヘルス対策に関すること

が明記されたことにも留意の上、関係事業者等に対して、本指針の周知徹底を図り、事

業場におけるメンタルヘルス対策のなお一層の推進に努められたい。

また、事業場におけるメンタルヘルス対策を支援するため、各種委託事業を実施する

こととしており、これら事業の活用促進についても配意されたい。

なお、 旧指針は廃止する。

おって、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。

(注本要領では別紙2は省略している。)
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労働者のJ~\の健康の保持躍進のための指針

(健康保持11!l進のための指針公示第3号)

1 趣旨

労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やスト

レスを感じている労働者が 6割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労

災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にある。このよう

な中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今

日、ますます大きくなっている。事業場において、より積極的に心の健康の保持

増進を図ることは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の

健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっている。

本指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第 57号)第 70条の 2第 1項の

規定に基づき、同法第69条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指

針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の

保持増進のための錯置(以下「メンタノレヘルスケアJという。)が適切かつ有効に

実施されるよう、メンタルヘノレスケアの原則的な実施方法について定めるもので

ある。

事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタノレヘルスケ

アの実施に積極的に取り組むことが望ましい。

2 メンタノレヘルスケアの基本的考え方

ストレスの原因となる要因(以下「ストレス要因」という。)は、仕事、職業生

活、家庭、地域等に存在している。心の健康づくりは、労働者自身が、ストレス

に気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要で

ある。

しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くこ

とができないものもあることから、労働者の心の健康づくりを推進していくため

には、事業者によるメンタノレヘルスケアの積極的推進が重要であり、労働の場に

おける組織的かっ計画的な対策の実施は、大きな役割を果たすものである。

このため、事業者は、以下に定めるところにより、自らが事業場におけるメン

タルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会又は安

全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)において十分調査審議を行い、メ

ンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にするとともに、そ

の問題点を解決する具体的な実施事項等についての基本的な計画(以下「心の健

康づくり計画Jという。)を策定し、実施する必要がある。また、心の健康づくり

計画の実施に当たっては、「セルフケアJ、「ラインによるケア」、「事業場内産業保

健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の4つのメンタノレへ
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ルスケアが継続的かつ計画的に行われるよう、教育研修・情報提供を行うととも

に、 4つのケアを効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への

対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要がある。

また、事業者は、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、次の事項に留意

することが重要である。

① 心の健康問題の特性

心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価

は容易ではなく、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そ

のプロセスの把握が難しい。また、心の健康は、すべての労働者に関わるこ

とであり、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、

心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行わ

れる傾向が強いという問題や、心の健康問題自体についての誤解や偏見等解

決すべき問題が存在している。

② 労働者の個人情報の保護への配慮

メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人

情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要である。心の健康

に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配

慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメ

ンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件である。

③ 人事労務管理との関係

労働者の心の健康は、体の健康に比較し、職場配置、人事異動、職場の組

織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、より大きな影響を受け

る。メンタノレヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まな

い場合が多い。

④ 家庭・個人生活等の職場以外の問題

心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場

外のストレス要因の影響を受けている場合も多い。また、個人の要因等も心

の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が

多い。

3 衛生委員会等における調査審議

メンタルヘルスケアの推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ

事業場の実態に即した取組を行うことが必要である。また、心の健康問題に適切

に対処するためには、産業医等の助言を求めることも必要である。このためにも、

労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用することが効果的

である。労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32号)第 22条において、

衛生委員会の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策
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の樹立に関すること」が規定されており、 4に掲げる心の健康づくり計画の策定

はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実施方策や個人情報の保護に関す

る規程等の策定等に当たっては、衛生委員会等において十分調査審議を行うこと

が必要である。

なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場において、 4に掲げる心の

健康づくり計画の策定やその実施に当たっては、労働者の意見が反映されるよう

にすることが必要である。

4 心の健康づくり計画

メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われる

ようにすることが重要であり、また、その推進に当たっては、事業者が労働者の

意見を聴きつつ事業場の実態に則した取組を行うことが必要である。このため、

事業者は、 3に掲げるとおり衛生委員会等において十分調査審議を行い、心の健

康づくり計画を策定することが必要である。心の健康づくり計画は、各事業場に

おける労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。

メンタルヘルスケアを効果的に推進するためには、心の健康づくり計画の中で、

事業者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明

するとともに、その実施体制を確立する必要がある。心の健康づくり計画の実施

においては、実施状況等を適切に評価し、評価結果に基づき必要な改善を行うこ

とにより、メンタノレヘルスケアの一層の充実・向上に努めることが望ましい。心

の健康づくり計画で定めるべき事項は次に掲げるとおりである。

① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。

② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。

③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。

④ メンタノレヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活

用に関すること。

⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること。

⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。

⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。

5 4つのメンタルヘルスケアの推進

メンタルヘノレスケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自

らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処する「セルフケアJ、労働者と

日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対

する相談対応を行う「ラインによるケアj、事業場内の産業医等事業場内産業保健

スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を

担い、また、労働者及び管理監督者を支援する「事業場内産業保健スタッフ等に

よるケア」及び事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場
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外資源によるケアjの4つのケアが継続的かっ計画的に行われることが重要であ

る。

(1)セルフケア

心の健康づくりを推進するためには、労働者自身がストレスに気づき、これに

対処するための知識、方法を身につけ、それを実施することが重要である。スト

レスに気づくためには、労働者がストレス要因に対するストレス反応や心の健康

について理解するとともに、自らのストレスや心の健康状態について正しく認識

できるようにする必要がある。

このため、事業者は、労働者に対して、 6 (1)アに掲げるセルフケアに関す

る教育研修、情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を図るものとする。

また、 6 (3) に掲げるところにより相談体制の整備を図り、労働者自身が管理

監督者や事業場内産業保健スタッフ等に自発的に相談しやすい環境を整えるもの

とする。ストレスへの気づきのために、 6 (3)アに掲げるセルフチェックを行

う機会を提供することも効果的である。

また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者は、セルフケア

の対象者として管理監督者も含めるものとする。

( 2) ラインによるケア

管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々

の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立

場にあることから、 6 (2) に掲げる職場環境等の把握と改善、 6 (3) に掲げ

る労働者からの相談対応を行うことが必要である。

このため、事業者は、管理監督者に対して、 6 (1)イに掲げるラインによる

ケアに関する教育研修、情報提供を行うものとする。

なお、業務を一時的なプロジェクト体制で実施する等、通常のラインによるケ

アが困難な業務形態にある場合には、実務において指揮命令系統の上位にいる者

等によりケアが行われる体制を整えるなど、ラインによるケアと同等のケアが確

実に実施されるようにするものとする。

(3 )事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に

実施されるよう、労働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、心の健康

づくり計画に基づく具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、メン

タルヘルスに関する個人の健康情報の取扱い、事業場外資源とのネットワークの

形成やその窓口となること等、心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役

割を果たすものである。

このため、事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアに関して、次の

措置を講じるものとする。
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① 6 (1)ウに掲げる職務に応じた専門的な事項を含む教育研修、知識修得

等の機会の提供を図ること。

② メンタルヘルスケアに関する方針を明示し、実施すべき事項を委嘱文は指

示すること。

③ 6 (3) に掲げる事業場内産業保健スタッフ等が労働者の自発的相談等を

受けることができる制度及び体制を、それぞれの事業場内の実態に応じて整

えること。

④ 産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の

実務を担当する事業場内メンタノレヘルス推進担当者を、事業場内産業保健ス

タッフ等の中から選任するよう努めること。事業場内メンタノレヘルス推進担

当者としては、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましい

こと。なお、事業場の実情によっては、人事労務管理スタッフから選任する

ことも考えられること。

⑤ 定規模以上の事業場にあっては、事業場内に又は企業内に、心の健康づ

くり専門スタッフや保健師等を確保し、活用することが望ましいこと。

なお、事業者は心の健康問題を有する労働者に対する就業上の配慮につい

て、事業場内産業保健スタッフ等に意見を求め、また、これを尊重するもの

とする。

メンタルヘノレスケアに関するそれぞれの事業場内産業保健スタッフ等の役

割は、主として以下のとおりである。

ア産業医等

産業医等は、職場環境等の改善、健康教育・健康相談その他労働者の健

康の保持増進を図るための措置のうち、医学的専門知識を必要とするもの

を行うという面から、事業場の心の健康づくり計画の策定に助言、指導等

を行い、これに基づく対策の実施状況を把握すでる。また、専門的な立場か

ら、セルフケア及びラインによるケアを支援し、教育研修の企画及び実施、

情報の収集及び提供、助言及び指導等を行う。就業上の配慮が必要な場合

には、事業者に必要な意見を述べる。専門的な相談・対応が必要な事例に

ついては、事業場外資源との連絡調整に、専門的な立場から関わる。さら

に、長時間労働者等に対する面接指導等の実施やメンタノレヘルスに関する

個人の健康情報の保護についても中心的役割を果たす。

イ 衛生管理者等

衛生管理者等は、心の健康づくり計画に基づき、産業医等の助言、指導

等を踏まえて、具体的な教育研修の企画及び実施、職場環境等の評価と改

善、心の健康に関する相談ができる雰囲気や体制づくりを行う。またセル

フケア及びラインによるケアを支援し、その実施状況を把握するとともに、
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産業医等と連携しながら事業場外資源、との連絡調整に当たることが効果的

である。

ウ保健師等

衛生管理者以外の保健師等は、産業医等及び衛生管理者等と協力しなが

ら、セルフケア及びラインによるケアを支援し、教育研修の企画・実施、

職場環境等の評価と改善、労働者及び管理監督者からの相談対応、保健指

導等に当たる。

エ 心の健康づくり専門スタッフ

事業場内に心の健康づくり専門スタッフがいる場合には、事業場内産業

保健スタ ッフと協力しながら、教育研修の企画・実施、職場環境等の評価

と改善、労働者及び管理監督者からの専門的な相談対応等に当たるととも

に、当該スタッフの専門によっては、事業者への専門的立場からの助言等

を行うことも有効である。

オ人事労務管理スタップ

人事労務管理スタップは、管理監督者だけでは解決できない職場配置、

人事異動、職場の組織等の人事労務管理が心の健康に及ぼしている具体的

な影響を把握し、労働時間等の労働条件の改善及び適正配置に配慮する。

(4)事業場外資源によるケア

メンタルヘルスケアを行う上では、事業場が抱える問題や求めるサービス

に応じて、メンタノレヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資

源の支援を活用することが有効である。また、労働者が相談内容等を事業場に

知られることを望まないような場合にも、事業場外資源、を活用することが効果

的である。

事業場外資源の活用にあたっては、これに依存することにより事業者がメン

タルヘノレスケアの推進について主体性を失わないよう留意すべきである。この

ため、事業者は、メンタルへルスケアに関する専門的な知識、情報等が必要な

場合は、事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって、適切な事業場外資源か

ら必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を図るよう努めるものとする。

また、必要に応じて労働者を速やかに事業場外の医療機関及び地域保健機関に

紹介するためのネットワークを日頃から形成しておくも'のとする。

特に、小規模事業場においては、 Bに掲げるとおり、必要に応じて地域産業

保健センタ一等の事業場外資源を活用することが有効である。

6 メンタルヘルスケアの具体的進め方

メンタノレヘルスケアは、 5に掲げる 4つのケアを継続的かっ計画的に実施する

ことが基本であるが、具体的な推進に当たっては、事業場内の関係者が相互に連

携し、以下の取組を積極的に推進することが効果的である。
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(1)メンタルへルスケアを推進するための教育研修・情報提供

事業者は、 4つのケアが適切に実施されるよう、以下に掲げるところにより、

それぞれの職務に応じ、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供

を行うよう努めるものとする。この際には、必要に応じて事業場外資源、が実施す

る研修等への参加についても配慮するものとする。

なお、労働者や管理監督者に対する教育研修を円滑に実施するため、事業場内

に教育研修担当者を計画的に育成することも有効である。

ア 労働者への教育研修・情報提供

事業者は、セルフケアを促進するため、管理監督者を含む全ての労働者に

対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとす

る。

① メンタノレヘルスケアに関する事業場の方針

② ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

③ セルフケアの重要性及び心の健康問題に対する正しい態度

④ ストレスへの気づき方

⑤ ストレスの予防、軽減及びストレスへの対処の方法

⑥ 自発的な相談の有用性

⑦ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

イ 管理監督者への教育研修・情報提供

事業者は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者に対して、次に

掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする。

① メンタルヘルスケアに関する事業場の方童|

② 職場でメンタルヘノレスケアを行う意義

③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度

⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法

⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)

⑦ 心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法

③ 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外

資源との連携の方法

⑨ セノレフケアの方法

⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

ウ 事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供

事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアを促進するため、事業

場内産業保健スタッフ等に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、
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情報提供を行うものとする。

また、産業医、衛生管理者、事業場内メンタノレヘルス推進担当者、保健師

等、各事業場内産業保健スタッフ等の職務に応じて専門的な事項を含む教育

研修、知識修得等の機会の提供を図るものとする。

① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義

③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

④ 事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心の健康問題に対する正

しい態度

⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法

⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)

⑦ 職場復帰及び職場適応の支援、指導の方法

③ 事業場外資源との連携(ネットワークの形成)の方法

⑨ 教育研修の方法

⑩ 事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法

⑪ 事業場の心の健康づくり計画及び体制づくりの方法

⑫ セルフケアの方法

⑬ ラインによるケアの方法

⑭ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

⑬ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

(2 )職場環境等の把握と改善

労働者の心の健康には、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労の回復を

図るための施設及び設備等、職場生活で必要となる施設及び設備等、労働時間、

仕事の量と質、セク、ンュアルハラスメント等職場内のハラスメントを含む職場

の人間関係、職場の組織及び人事労務管理体制、職場の文化や風土等の職場環

境等が影響を与えるものであり、職場レイアウト、作業方法、コミュニケーシ

ョン、職場組織の改善などを通じた職場環境等の改善は、労働者の心の健康の

保持増進に効果的であるとされている。このため、事業者は、メンタルヘルス

不調の未然防止を図る観点から職場環境等の改善に積極的に取り組むものとす

る。また、事業者は、衛生委員会等における調査審議や策定した心の健康づく

り計画を踏まえ、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に対し、職場環境

等の把握と改善の活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行うものとす

る。

ア 職場環境等の評価と問題点の把握

職場環境等を改善するためには、まず、職場環境等を評価し、問題点を把握

することが必要である。
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このため、事業者は、管理監督者による日常の職場管理や労働者からの意見聴

取の結果を通じ、また、事業場内産業保健スタップ等による職業性ストレス簡易

調査票などストレスに関する調査票等を用いた職場環境等の評価結果等を活用し

て、職場環境等の具体的問題点を把握するものとする。

特に、事業場内産業保健スタッフ等は中心的役割を果たすものであり、職場巡

視による観察、労働者及び管理監督者からの聞き取り調査、ストレスに関する調

査票による調査等により、定期的又は必要に応じて、職場内のストレス要因を把

握し、評価するものとする。職場環境等を評価するに当たって、職場環境等に関

するチェックリスト等を用いることによって、人間関係、職場組織等を含めた評

価を行うことも望ましい。

イ 職場環境等の改善'

事業者は、アにより職場環境等を評価し、問題点を把握した上で、職場環境の

みならず勤務形態や職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境等の改善を行

うものとする。具体的には、事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価

結果に基づき、管理監督者に対してその改善を助言するとともに、管理監督者と

協力しながらその改善を図り、また、管理監督者は、労働者の労働の状況を日常

的に把握し、個々の労働者に過度な長時間労働、過重な疲労、心理的負荷、責任

等が生じないようにする等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を

行うことが重要である。

また、事業者は、その改善の効果を定期的に評価し、効果が不十分な場合には

取組方法を見直す等、対策がより効果的なものになるように継続的な取組に努め

るものとする。これらの改善を行う際には、必要に応じて、事業場外資源の助言

及び支援を求めることが望ましい。

なお、職場環境等の改善に当たっては、労働者の意見を踏まえる必要があり、

労働者が参加して行う職場環境等の改善手法等を活用することも有効である。

(3 )メンタルへルス不調への気づきと対応

メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減や労働者のスト

レス対処などの予防策が重要であるが、これらの措置を実施したにもかかわらず、

万一、メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合は、その早期発見と適切

な対応を図る必要がある。

このため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、

家族等からの相談に対して適切に対応できる体制を整備するものとする。さらに、

相談等により把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要

に応じて産業医や事業場外の医療機関につないでいくことができるネットワーク

を整備するよう努めるものとする。

ア 労働者による自発的な相談とセルフチェック

190 



事業者は、労働者によるメンタルヘルス不調への気づきを促進するため、事業

場の実態に応じて、その内部に相談に応ずる体制を整備する、事業場外の相談機

関の活用を図る等、労働者が自ら相談を受けられるよう必要な環境整備を行うも

のとする。

また、ストレスへの気づきのために、ストレスに関する調査票や情報端末機器

等を活用し、随時、セルフチェックを行うことができる機会を提供することも効

果的である。

イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等

管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対応するよう努める必

要がある。特に、長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者、強度の心

理的負荷を伴う出来事を経験した労働者、その他特に個別の配慮が必要と思われ

る労働者から、話を聞き、適切な情報を提供し、必要に応じ事業場内産業保健ス

タッフ等や事業場外資源への相談や受診を促すよう努めるものとする。

事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力し、労働者の気づきを促し

て、保健指導、健康相談等を行うとともに、相談等により把握した情報を基に、

必要に応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促すものとする。また、事業

場内産業保健スタッフ等は、管理監督者に対する相談対応、メンタルヘルスケア

についても留意する必要がある。

なお、心身両面にわたる健康保持増進対策 (THP) を推進している事業場に

おいては、心理相談を通じて、心の健康に対する労働者の気づきと対処を支援す

ることが重要である。また、運動指導、保健指導等のTHPにおけるその他の指

導においても、積極的にストレスや心の健康問題を取り上げることが効果的であ

る。

ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点

事業場内産業保健スタップ等が労働者個人のメンタルヘルス不調を把握し、本

人に対してその結果を提供するとともに、事業者は必要な情報の提供を受けてそ

の状況に対応した必要な配慮を行うことも重要である。ただし、ストレスチェッ

ク等を実施し、保健指導等を行うためにその結果を事業者が入手する場合には、

7 (1)に掲げる労働者本人の同意の上で実施することが必要である。これに加

えて、ストレスチェック等を利用して労働者個人のメンタルヘルス不調を早期発

見じようとする場合には、質問票等に加えて専門的知識を有する者による面談を

実施するなど適切な評価ができる方法によること、事後指置の内容の判断には医

師の指導の下、問題を抱える者に対して事業場において事後措置を適切に実施で

きる体制が存在していること等を前提として実施することが重要である。また、

事業者が必要な配慮、を行う際には、事業者は、ストレスチェック等により得られ

た情報を、労働者に対する健康確保上の配慮、を行うためにのみ利用し、不適切な
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利用によって労働者に不利益を生じないように労働者の個人情報の保護について

特に留意することが必要である。

また、労働安全衛生法に基づく健康診断や 定時間を超える長時間労働を行っ

た労働者に対する医師による面接指導等により、労働者のメンタルヘルス不調が

認められた場合における、事業場内産業保健スタッフ等のとるべき対応について

あらかじめ明確にしておくことが必要である。

エ 労働者の家族による気づきゃ支援の促進

労働者に日常的に接している家族は、労働者がメンタノレヘルス不調に陥った際

に最初に気づくことが少なくない。また、治療勧奨、休業中、職場復帰時及び職

場復帰後のサポートなど、メンタルヘルスケアに大きな役割を果たす。

このため、事業者は、労働者の家族に対して、ストレスやメンタルヘルスケア

に関する基礎知識、事業場のメンタルヘルス相談窓口等の情報を社内報や健康保

険組合の広報誌等を通じて提供することが望ましい。また、事業者は、事業場に

対して家族から労働者に関する相談があった際には、事業場内産業保健スタッフ

等が窓口となって対応する体制を整備するとともに、これを労働者やその家族に

周知することが望ましい。

(4 )職場復帰における支援

メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続で

きるようにするため、事業者は、その労働者に対する支援として、次に掲げる事

項を適切に行うものとする。

① 衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受けながら職場復帰

支援プログラムを策定すること。職場復帰支援プログラムにおいては、休業

の開始から通常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにす

るとともに、それに対応する職場復帰支援の手順、内容及び関係者の役割等

について定めること。

② 職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規程の整備を行い、労働者

に周知を図ること。

③ 職場復帰支援プログラムの実施について、組織的かっ計画的に取り組むこ

と。

④ 労働者の個人情報の保護に十分留意しながら、事業場内産業保健スタップ

等を中心に労働者、管理監督者がお互いに十分な理解と協力を行うとともに、

労働者の主治医との連携を図りつつ取り組むこと。

なお、職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それ

ぞれの役割に応じた事業場外資源を活用することも有効である。

7 メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮

メンタノレヘノレスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報
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の保護に配慮することが極めて重要である。メンタルヘルスに関する労働者の個

人情報は、健康情報を含むものであり、その取得、保管、利用等において特に適

切に保護しなければならないが、その一方で、メンタルヘルス不調の労働者への

対応に当たっては、労働者の上司や同僚の理解と協力のため、当該情報を適切に

活用することが必要となる場合もある。

健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する

法律(平成 15年法律第 57号)及び関連する指針等が定められており、個人情

報を事業の用に供する個人情報取扱事業者に対して、個人情報の利用目的の公表

や通知、目的外の取扱いの制限、安全管理措置、第三者提供の制限などを義務づ

けている。また、個人情報取扱事業者以外の事業者で、あって健康情報を取り扱う

者は、健康情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに

十分留意し、その適正な取扱いの確保に努めることとされている。事業者は、こ

れらの法令等を遵守し、労働者の健康情報の適正な取扱いを図るものとする。

(1)労働者の同意

メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医

療職や家族から取得する際には、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目

的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から

提出を受けることが望ましい。

また、健康情報を含む労働者の個人情報を医療機関等の第三者へ提供する場合

も、原則として本人の同意が必要である。ただし、労働者の生命や健康の保護の

ために緊急かっ重要で、あると判断される場合は、本人の同意を得ることに努めた

うえで、必要な範囲で積極的に利用すべき場合もあることに留意が必要である。

その際、産業医等を選任している事業場においては、その判断について相談する

ことが適当である。

なお、これらの個人情報の取得又は提供の際には、なるべく本人を介して行う

こと及び本人の同意を得るに当たっては個別に明示の同意を得ることが望ましい。

( 2)事業場内産業保健スタッフによる情報の加工

事業場内産業保健スタッフは、労働者本人や管理監督者からの相談対応の際な

どメンタルヘルスに関する労働者の個人情報が集まることとなるため、次に掲げ

るところにより、個人情報の取扱いについて特に留意する必要がある。

① 産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む労働者

の個人情報を事業者等に提供する場合には、提供する情報の範囲と提供先を

必要最小限とすること。その一方で、産業医等は、当該労働者の健康を確保

するための就業上の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよ

うに、集約・整理 ・解釈するなど適切に加工した上で提供すること。

② 事業者は、メンタ/レヘルスに関する労働者の個人情報を取り扱う際に、診
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断名や検査値等の生データの取扱いについては、産業医や保健師等に行わせ

ることが望ましいこと。特に、誤解や偏見を生じるおそれのある精神障害を

示す病名に関する情報は、慎重に取り扱うことが必要であること。

(3 )健康情報の取扱いに関する事業場内における取り決め

健康情報の保護に関して、医師や保健師等については、法令で守秘義務が課さ

れており、また、労働安全衛生法では、健康診断又は面接指導の実施に関する事

務を取り扱う者に対する守秘義務を課している。しかしながら、メンタルヘルス

ケアの実施においては、これら法令で守秘義務が課される者以外の者が健康診断

文は面接指導の実施以外の機会に健康情報を含む労働者の個人情報を取り扱うこ

ともあることから、事業者は、衛生委員会等での審議を踏まえ、これらの個人情

報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、

事業場内産業保健スタップによる生データの加工、個人情報を取り扱う者の守秘

義務等について、あらかじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい。

さらに、事業者は、これら個人情報を取り扱うすべての者を対象に当該規程等

を周知するとともに、健康情報を慎重に取り扱うことの重要性や望ましい取扱い

方法についての教育を実施することが望ましい。

8 小規模事業場におけるメンタルヘノレスケアの取組の留意事項

常時使用する労働者が 50人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推

進するに当たって、必要な事業場内産業保健スタップが確保できない場合が多い。

このような事業場では、事業者は、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メン

タルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健センタ一等の事業場

外資源の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。また、メンタ

ルヘルスケアの実施に当たっては、事業者はメンタルヘルスケアを積極的に実施す

ることを表明し、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところ

から着実に取組を進めることが望ましい。

9 定義

本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

①ライン

日常的に労働者と接する、職場の管理監督者(上司その他労働者を指揮命令

する者)をいう o

②産業医等

産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう O

G衛生管理者等

衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいう。

④事業場内産業保健スタッフ

産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。
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⑤心の健康づくり専門スタッフ

精神科・心療内科等の医師、心理職等をいう。

⑥事業場内産業保健スタップ等

事業場内産業保健スタップ及び事業場内の心の健康づくり専門スタッフ、人

事労務管理スタッフ等をいう。

⑦事業場外資源

事業場外でメンタルヘルスケアへの支援を行う機関及び専門家をいう。

③メンタノレヘルス不調

精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強

い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与え

る可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。
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(3)関係通達

ア メンタルヘルス対策に関する個別指導等の的確な実施について

(平成 22年 3月 30日基発0330第 1号〕

匡E圃

都道府県労働局長殿

基発 0330第 l号

平成 22年 3月 30日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

メンタルヘルス対策に関する個別指導等の的確な実施について

職場におけるメンタルヘルス対策については、労働安全衛生法等の一部を改正する法

律(平成 17年法律第 108号)、 「労働者の心の健康の保持増進のための指針J(健康保

持増進のための指針公示第 3号。以下「指針」という。)等により、その充実を図ると

ともに、 「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進についてJ (平成 21年 3月 26日付

け基発第 0326002号以下「総合通達Jとbづ 。)等により具体的な取組方法を示し

て推進しているところである。

昨今のメンタルへ/レスに関する状況を見ると、労働者健康状況調査報告(平成 19年)

によれば、職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働者は約 6割に上って

おり、また、精神障害等による労災支給決定件数は平成 20年には 269件となるなど増

力日イ頃向にある。

このような中、職場におけるメンタルヘルス対策の一層の促進を図るためには、「メ

ンタルヘルス対策にどう取り組んで良いかわからない」といった事業者の声も踏まえて、

より具体的な指導や支援を実施することが重要であり、個別事業場の指導に当たっては、

単に取組みの問題点、を指摘することに留まらず、事業場の取組みの状況等も考慮し、メ

ンタルヘルス対策の体制づ、くり等について、具体的な取組方法等の助言を行い、対応策

の検討を指導することが必要になっている。

このため、今般、都道府県労働局、労働基準監督署がメンタルヘルス対策を推進する

に当たり、その基本的な考え方や個別指導のポイント等を示した「メンタルヘルス対策

関係業務実施要領J(以下 「要領」という。)を別添のとおり策定したので、各都道府県

労働局におかれては、下記に留意の上、本要領に基づき個別指導等を的確に実施し、職

場における.メンタルヘルス対策の一層の推進に努められたい。
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記

1 本要領は、都道府県労働局、労働基準監督署の労働衛生担当部署が職場のメンタル

へルス対策を推進するに当たり、その基本的な考え方、業務の進め方や個別指導のポ

イント等を解説したものであり、メンタルヘルス対策関係業務の円滑な実施に資する

ことを目的として策定したものであること。

2 木要領は、総合通達の記の第 2の 1 (2)の個別の事業場に対する指導等及び「当

面のメンタノレヘノレス対策の具体的な推進に当たっての留意事項についてJ(平成 21年

3月 26日付け基発第 0326003号、以下「留意通達」としづ。)の記の 1(1)の重点対

象に対する個別指導の実施に当たり、その具体的な内容や手法をとりまとめたもので

あること。

3 偲別指導に当たっては、事業者に対し、職場のメンタノレヘルス対策の意義や必要性

等について丁寧に説明を行い、十分な理解と認識を得て、自立的、継続的な取組が行

われるようにすること。また、単に取組みの問題点を指摘することに留まらず、事業

場の取組みの状況を把握し、事業場の実情も考慮して具体的な取組方法等について指

導等を行うこと。さらに、指導を行った事業場に対しては、併せてメンタルヘルス対

策支援センターを活用するよう勧奨を行うこと。

4 本要領に基づく個別指導等は、メンタノレヘルス不調の予防、不調者の早期発見、適

切な対応、休業者の職場復帰等、主として事業場における体制づくり等を行わせるも

のであり、個別のメンタルヘルス不調者に対してカウンセリング等を行うものではな

いこと。なお、個別のメンタルヘルス不調者に係る事業場における対応について相談

を受けた場合には、労働者個人への対処方法に対する助言は差し控えることとし、当

該労働者が精神科医等の診療を受ける必要があるか等を産業医等が判断し、必要に応

じて精神科医等につなぐ必要があること、また、休業している労働者の職場復帰の手

順や留意点及び業務に関するストレス要因を把握し改善する必要があること等、相談

の内容に応じて基本的な対応策を説明すること。また、メンタルヘノレス対策支援セン

タ一等の関係機関を紹介し、専門家による支援を勧奨すること。

5 留意通達の記の 1 (2)の前文に下記の下線部分を追加するとともに、記の 1 (3) 

に下記「ク」を加えること。

1 (2)重点事項

個別指導の実施に当たっては、推進通達の第 3r事業場におけるメンタノレヘルス

対策の具体的推進事項Jに示す事項につい

以下の事項を重点に指導等を行うこと。指導の際には、指針5に定める 4つのメ

ンタノレヘルスケアの取組状況等について、具体的な活動が行われているかを把握
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し、事業場の実情も考慮して具体的な取組方法等について指導等を行うこと n

1 (3) ク 個別指導に当たっては、「メンタルヘルス対策に関する指導等の的確な

実施についてJ (平成 22年 3月初日付け基発 0330第 1号)に基づき、

事業者に対し、職場のメンタルヘルス対策の意義や必要性等について丁

寧に説明を行い、十分な理解と認識を得て、自立的、継続的な取組が行

われるようにすること。また、単に取組みの問題点を指摘することに留

まらず、事業場の取組みの状況を把握し、事業場の実情も考慮して具体

的な取組方法等について指導等を行うこと。
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イ 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について

(平成 21年 3月 26日基発第032002号)

都道府県労働局長殿

基発第 0326002号

平成 21年 3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

当面のメンタルへルス対策の具体的推進について

職場におけるメンタルヘルス対策については、労働安全衛生法等の 部を改正する法

律(平成 17年法律第 108号)、 「労働者の心の健康の保持増進のための指針J(健康保

持増進のための指針公示第 3号。以下「指針」という占)等により、その充実を図ると

ともに、平成 20年度を初年度とする労働災害防止計画においても「メンタルへルスに

ついて、過重労働による健康障害防止対策を講じた上で、労働者一人ひとりの気づきを

促すための教育、 研修等の実施、事業場内外の相談体制の整備、職場復帰対策等を推進

することにより 、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を 50%以上とす

ること。j を目標とし、重点施策として推進しているところである。

また、自殺予防の推進については、自殺対策基本法(平成 18年法律第 85号)に基づ

く自殺総合対策大綱を踏まえ政府一体となって取り組んでいるところであり、具体的に

は職場におけるメンタルヘルス対策を通じた自殺予防の一層の推進を図っているとこ

ろである。

一方、経済情勢の悪化等の影響により、健康面において労働者を取り巻く状況は今後

一段と厳しさを増すことが予想され、これに伴い自殺予防対策を含めた労働者のメンタ

ルヘルス対策の推進は従前にも増して重要な課題となっているところである。

以上を踏まえ、当面のメンタルヘルス対策の具体的な進め方を下記のとおり定めたの

で、これに基づきメンタノレヘルス対策を的確に推進されたい。

記

第 1 基本方針

厚生労働省実施の平成 19年労働者健康状況調査によると、職業生活等において強

い不安、ストレス等を感じる労働者は約 6割に上っており、また、メンタルへルス上

の理由により連続 1か月以上休業し、又は退職した労働者がいる事業場は 7.6出であ

るという結果となっている。このような状況を背景に、精神障害等による労災支給決

定件数は増加傾向にあり、平成 19年度は 268件と 3年前に比べ倍増している。

さらに、警察庁調べによると、我が国における自殺者数は 10年連続で 3万人を超
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えており、そのうちの約 3割が被雇用者・勤め人(会社役員等管理的職業を含む。)

である。

このような状況に加え、経済情勢の悪化等の影響により、仕事の質・量、職場の人

間関係を始めとした職場環境等の悪化、これに伴う心の健康問題を抱える労働者の増

加が正規・非正規を関わず危倶されるところであり、特に、自殺者数の培加が憂慮さ

れる。このため、心の健康問題の未然防止に向けた事業場の取組を促進させる必要が

ある。

一方、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は、平成 19年労働者健

康状況調査によると 33.6唱と、 5年前と比較していずれの事業場規模でも向上してい

るものの、労働災害防止計画に掲げる目標達成に向けてより一層の取組が必要であ

る。

以上を踏まえ、メンタノレヘルス対策の一層の推進を図ることとし、とりわけ事業者

の強いリーダーシップはもとより 労働者も積極的に協力し組織的な取組を行わせる

こと、具体的な取組に当たっては指針に基づき個々の事業場の実態に即した取組を着

実に実施させることを基本とする。

また、メンタルヘルスに取り組んでいない事業場のその主な理由として「専門スタ

ッフがいなしリ及び 「取り組み方が分からない」が挙げられていることを踏まえ、事

業者の取組に当たっては、メンタルへルス対策支援センター事業を始めとする各種支

援事業の積極的な活用を図ることとする。

第 2 実施事項

1 事業場に対する指導等の実施

(1)経営トップに対する指導等の実施

企業及び事業場のトップに対して、局箸幹部から、様々な機会をとらえ、メ

ンタノレヘルス対策の重要性等について説明を行うとともに、率先して取り組む

よう指導等を行うこと。

( 2)事業場の取組促進のための指導等の実施

管内の実情等を踏まえた上で、個別の事業場に対する指導等を行うこと。

事業場への指導等に当たっては、第 3に示す「事業場におけるメ乙ノタルヘノレ

ス対策の具体的推進事項」について確認し、必要な指導等を行うこと。

( 3)精神障害等による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策の指導の実施

精神障害等による業務上の疾病が発生した事業場に対して、再発防止の措置

を行うよう必要な指導を行うこと。

再発防止の措置に当たっては、衛生委員会等において労働安全衛生法(昭和

47年法律第 57号。以下「法」としづ。)第 18条第 l項第 3号に基づき、 「労

働災害の原因及び再発防止対策」について調査審議を行わせること。

2 業界団体等の自主的活動の促進
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(1)団体における自主的活動の促進

業界団体・地域団体・労働団体・労働災害防止団体等に対して、例えば教育

研修の合同実施など自主的な活動を行うよう働きかけを行うとともに、これら

団体の各種会議、行事、広報紙等の機会又は媒体を活用し、周知を行うこと。

(2 )啓発活動の促進

メンタルヘルス対策への取組についての社会的機運の醸成を図るため、地方

労働審議会や労働災害防止に関する協議会等地域の関係労使等の代表者が参

集する機会を活用する等により、メンタルへノレス対策の重要性等について説明

を行い、例えばキャンベーンや合同宣言を行う等連携した取組への働きかけを

11'うこと。

3 支援事業の活用等

(1)支援事業の活用促進

今後、以下の国の支援事業を実施する予定であるので、事業場に対する指導

等に当たっては、事業場の取り組むべき課題に対応した支援事業を教示し、こ

れらの活用を促すこと。

ア メンタルヘルス対策に関する専門のポータルサイトの開設やノξンフレ

ットの配布等によるメンタノレヘルス対策に関する情報の提供及び周知

イ 産業保健スタッフ等関係者に対する研修の実施等

ウ 地域産業保健センターにおける労働者に対する相談窓口の設置等相談

体制の整備

(2 )メンタルヘルス対策支援センターとの連携

全国の都道府県に設置されているメンタルヘルス対策支援センターにおい

ては、今後、

ア 事業場に対するメンタルヘルス対策の周知や情報の提供

イ 事業場からのメンタノレヘ/レス対策・職場復帰支援に関する相談対応

ウ 事業場のメンタルヘルス対策への取組に対する支援

工 事業場に対し上記(1)の支援事業及び登録相談機関やその他の事業場

外資源の紹介・教示

オ 関係行政機関等とのネットワーク形成・連携

等を行い、地域におけるメンタルへ/レス対策を支援するための中核的役割とし

て担うこととしている。

このため、以下に留意すること。

ア 文書要請、説明会の開催等メンタルヘルス対策の周知に当たっては、メ

ンタノレヘルス対策支援センターと連携を図ること。

イ 事業場がメンタルヘルス対策・職場復帰支援に取り組むことに当たって

の相談先として、メンタルヘルス対策支援センターの周知等を行うこと。
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ウ 事業場に対する指導等に当たっては、メンタルヘルス対策支援センター

による事業場への支援を受けるよう勧奨等を行うこと。

4 関係行政機関等との連携

(1)関係行政機関との連携

自殺予防を含むメンタルヘルス対策については、職域のみの取組では解決さ

れないこと及び家族を含む地域での取組も重要であることから、その一体的推

進を図るため、地方公共団体の地域保健主管謀、自殺対策主管課、保健所、精

神保健福祉センタ一等と連携した取組を行うこと。

(2 )関係機関との連携

(1)の行政機関はもとより、地域産業保健センタ一、都道府県産業保健推

進センタ一、各医師会、精神科病院協会、精神神経科診療所協会等の関係団体、

労災病院(勤労者メンタルヘルスセンタ一、勤労者予防医療センターを含む。)、

その他医療機関や相談の専門機関等の事業場外資源とのネットワークづくり

を行い、連携した取組を行うこと。

第 3 事業場におけるメンタルヘルス対策の具体的推進事項

事業場における具体的なメンタルヘルス対策の推進に当たっては、特に以下に留意

の上、指針に基づき、必要な指導等を行うこと。

1 衛生委員会等での調査審議の徹底等

(1)衛生委員会等での調査審議の徹底

衛生委員会文は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)において、

「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が労働

安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32号。以下「規則」という。)第 22条第

10号に基づく付議事項とされているところである。

特に、 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会等において

十分調査審議を行うことが必要であることから、その調査審議の徹底について

指導等を行うこと。

また、衛生委員会等で調査審議された議事概要については、規則第 23条第 3

1妄に基づく労働者への周知が規定されているところであるが、労働者の積極的

な協力を促す観点も含め、議事概要の周知の徹底について指導等を行うこと。

( 2)事業場における実態の把握

衛生委員会等における調査審議に当たっては、あらかじめ、メンタルヘルス

上の理由による休業者の有無、人数、休業日数等心の健康問題に係る事業場の

現状を把握するよう指導等を行うこと。

( 3) r心の健康づくり計画Jの策定

指針 4に基づく「心の健康づくり計画」を策定するよう指導等を行うこと。

特に、 「心の健康づくり計画jには「事業者がメンタルヘルスケアを積極的
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に推進する旨の表明j、「事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任j及び「教

育研修の実施」について定めるよう指導等を行うこと。

なお、常時 50人未満の労働者を使用する事業場については、衛生委員会等の

調査審議に代え、規則第 23条の 2に基づく関係労働者の意見を聴くための機会を

利用して、メンタルヘルス対策について労働者の意見を聴取するように努め、その

意見を踏まえつつ「心の健康づくり計画」を策定するよう指導等を行うこと。

(4 )調査審議の充実

心の健康問題に係る事業場の現状の把握、心の健康づくり計画の実施状況の

評価及び計画の見直し等について、衛生委員会等において調査審議し、審議の充

実を図るよう指導等を行うこと。

2 事業場内体制の整備

(1)事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任

指針 5(3)に基づき、衛生管理者、衛生推進者等から事業場のメンタルヘルス

ケアの推進の実務を担当する「事業場内メンタルヘノレス推進担当者Jを選任す

るよう指導等を行うこと。

(2 )専門スタッフの確保

法に基づき選任が義務づけられている産業医、衛生管理者、衛生推進者及び

安全衛生推進者については、指針 5(3)に基づく役割を担うよう指導等を行うこ

と。

必要に応じ、担当者の育成が必要と認められる事業場に対しては、委託事業

や都道府県産業保健推進センタ一等で実施する所要の研修への参加勧奨を行

うこと。

また、衛生管理者については、管内で「労働災害の防止のための業務に従事

する者に対する能力向上教育に関する指針J (能力向上教育指針公示第 1号)

に基づく衛生管理者能力向上教育(初任時、定期又は随時)が実施されているー

場合には、必要に応じ、その受講を促すこと。

なお、産業医にあっては規則l第 14条第 l項各号において、衛生管理者にあ

っては法第 12条第 1項において、衛生推進者及び安全衛生推進者にあっては

法第 12条の 2において、各々行うべき職務が規定されているところであり、

当該規定に基づき、メンタノレヘノレスケアに関する事項を含めた職務を徹底する

よう指導等を行うこと。

3 教育研修の実施

指針 6(1)に基づき、メンタノレヘルスケアを推進するための教育研修を実施する

よう指導等を行うこと。

特に、管理監督者(ラインによるケアを行う上司その他労働者を指輝命令する

者をいう。)は、日常的に労働者の状祝や職場環境等を把握しうる立場にあり、
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ラインによるケアを適切に行う上で重要な位置づけであることから、管理監督者

への教育研修を実施するよう指導等を行うこと。

なお、規則第 35条に基づく衛生のための教育の実施に当たっては、パンフレ

ットを活用する等により、メンタノレヘルスケアを推進するための教育研修につい

ても実施するよう指導等を行うこと。

また、衛生教育の実施計画の作成に関しては、規則第 22条第 4号に基づき衛

生委員会等において調査審議しなければならないことから、その徹底を図るよう

指導等を行うこと。

4 職場環境等の把握と改善

指針 6(2)に基づき、職場環境等を把握し、評価することにより問題点を把握し、

それに対する改善を行うよう指導等行うこと。

なお、職場環境等の評価と問題点の把握に当たっては、指針に示すストレスに

関する調査票のほか、必要に応じ、快適職場調査(ソフト面)の活用もあること。

5 メンタルヘルス不調者の早期発見と適切な対応の実施

(1)相談体制の整備

指針 6(3)に基づき、相談体制を整備するとと もに、整備された相談体制が正

規・非正規を問わず全ての労働者に活用されるよう、相談体制の周知を行うよ

う指導等を行うこと。

相談体制の整備に当たっては、必要に応じ、事業場外資源の活用を促すこと。

なお、メンタルへルス不調者を把握した場合には、必要に応じ医療機関やメ

ンタルヘルス相談の専門機関に迅速に取り次ぐことが重要である。今後、メン

タノレヘルス対策支援センターにおいて地域にある事業場外資源とのネットワ

ーク化を図ることとしているので、その活用を促すこと。

(2 )長時間労働者に対する面接指導の実施の徹底

法第 66条の B又は法第 66条の 9に基づく長時間労働者等に対する面接指導

にあっては、メンタルヘルス面のチェックも行うこととしていることから、こ

れら長時間労働者に対する医師による面接指導及び事後措置を徹底するよう

指導等を行うこと。

なお、労働者が面接指導の申出を行いやすくする観点に立って、平成 18年 3

月 17日付け基発第 0317008号(一部改正宅成 20年 3月7日付け基発第 0307006

号) r過重労働による健康障害防止のための総合対策について」 別紙 1 r過重

労働による健康障害防止のための総合対策J別添「過重労働による健康障害を

防止するため事業者が講ずべき措置」中に示す 5 (2)イ「面接指導等を実施

するための手続き等の整備」について指導等を行うこと。

(3 )健康診断実施時におけるメンタルヘルス不調の把握

法第 66条第 1項及び規則第 43条から第 45条の 2までの規定に基づく健康
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診断実施時に、メンタルヘルス不調を把握した場合には、法第 66条の 5第 1

項の規定に基づく事後措置及び法第 66条の 7第 1項の規定に基づく保健指導

の実施を徹底するよう指導等を行うこと。

(4 )心身両面にわたる健康保持増進対策 (THP)の活用

メンタルヘルス不調の未然防止として、必要に応じ、 「事業場における労働

者の健康保持増進のための指針J (健康保持増進のための指針公示第 1号)に

基づく取組を促すこと。

6 職場復帰支援

(1)職場復帰支援プログラムの策定

指針 6(4)に基づき、あらかじめ当該事業場の実態に即した職場復帰支援プロ

グラムの策定、策定された職場復帰支援プログラムの事業場内での周知を行う

よう指導等を行うこと。

なお、職場復帰支援プログラムの具体的策定に当たっては、 「心の健康問題

により休業した労働者の職場復帰支援の手引きJの活用を促すこと。

( 2) メンタルヘルス対策支援センターの活用

今後、メンタノレヘルス対策支援センターにおいて事業者等からの職場復帰支

援に関する相談対応、相談内容に応じた適切な助言、職場復帰支援を行う事業

や事業場外資源の教示を行うこととしているので、その活用を促すこと。
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ウ 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進に当だっての留意事項につい

て(平成 21年 3月 26日基発第0326003号)

tfIl i*J B~コ

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

基発第 0326003号

平成 21年 3月初日

(公印省略)

当面のメンタルヘルス対策の具体的推進に当たっての留意事項について

メンタルヘルス対策については、平成 21年 3月26日付け基発第 0326002号「当面の

メンタルヘルス対策の具体的推進についてJ (以下「推進通達」という。)により示し

たところであるが、その推進に当たっては、特に下記に留意されたい。

記

1 個別指導の実施について(推進通達第2の 1(2)関係)

(1)重点対象

ア

- 事業場

( 2)重点事項

個別指導の実施に当たっては、推進通達の第 3r事業場におけるメンタルヘル

ス対策の具体的推進事項」に示す事項について

の事項を重点に指導等を行うこと。指導の際には、指針5に定める 4つの

メンタルヘルスケアの取組状況等について、具体的な活動が行われているかを杷穆
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ア

イ

ウ

二E

オ

( 3)個別指導を実施寸る上での留意点

ア 平成 20年 3月 7日付け基発第 0307006号「過重労働による健康障害防止のた

めの総合対策j等に基づき、個別指導を行うに際しては、併せ

ものとすること。

イ

と。

ウ ( 2)の重点事項について確認し、必要な指導を行うこと。この場合、必要に

応じ、別紙1の指導文書例を活用すること。

ニ工

ついて確認すること。

オ 指導等に当たっては、必要に応じ、別途配布予定のパンフレットや厚生労働省

ホームページ、開設予定のポータルサイトに掲載されている資料等を活用するこ

と。

カ 全国の都道府県に設置されているメンタノレヘルス対策支援センターでは、事業

場の取組に対する支援を行うこととしていることから、

こと。

また、当該事業場に対しメンタルヘルス対策支援センタ

ンタノレヘルス対策支援センターに対し担盤乏を活用する等によ

斗」院でタンセ援支策対ス

て

レ
、

へ
つ

ル

に

タ

場
ン

業

メ

酢

①

関する支援を行う。

② る。
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こととしていること。

キ このほか、指導内容に応じて、推進通達第2の3r支援事業の活用等」に示す

各種支援事業の活用を促すこと。

ク 個別指導に当たっては、「メンタルヘルス対策に関する指導等の的確な実施に

ついてJ (平成 22年 3月初日付け基発 0330第 l号)に基づき、事業者に対し、

職場のメンタルヘルス対策の意義や必要性等について丁寧に説明を行い、十分な

理解と認識を得て、自立的、継続的な取組が行われるようにすることロまた、単

に取組みの問題点を指摘することに留まらず、事業場の取組みの状況を把握し、

事業場の実情も考慮して具体的な取組方法等について指導等を行うこと。

2 1の(1)の重点対象以外の事業場に対する取組について

1の(1)の重点対象以外の事業場については、

うこと。

(1)周知

説明会・集団指導の実施の際や窓口において例えば衛生管理者選任報告の受理を行

う際等の機会を捉え、別途配布予定のパンフレットや厚生労働省ホームページ、開設

予定のポータルサイトlこ掲載されている資料等を活用し、周知を行うこと。

また、メンタノレヘルス対策支援センターでは、事業場に対するメングノレヘルス対策

の周知・啓発を目的とした説明会等を実施する予定であるので、例えば事業場に対し

説明会等の開催を周知するなど、同センターとの連携に努めること。

(2) 

る際には、jJlJ途配布する予定のパンフレットや厚生

労働省ホームページ、今後開設する予定のポータルサイトに掲載されている資料等を

活用し、 1の(2)の重点事項の周知及びメンタノレヘルス対策支援センターの活用の

教示等を行うこと。

3 精神障害等による業務上の疾病が発生した事業場に対する指導の実施について

(推進通達第2の 1 (3)関係)

精神障害等による業務上の疾病が発生した事業場に対し、

を目的とした指導等を実施すること。この場合に、

と。

4 関係行政機関との連携(推進通達第2の4 (1)関係)

都道府県や市町村の地域保健主管課又は保健所等が運営する地域・職域連携協議会
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や自殺対策主管課が運営する自殺対策連絡協議会を始め、これら機関と接触する機会

を活用し、職場におけるメンタル八ルス対策について、各種支援事業とともに情報提

供を行い、照知等の協力依頼等を行うこと。

特に、自殺対策に関しては、平成 21年 1月初日付け基監発第 0130001号、基安労

発第 0130001号[現下の経済情勢を踏まえた緊急の自殺予防対策について」に留意す

ること。

また、より積極的な連携として、以下に示すような取組例が考えられることから、

関係行政機関と調整を図り、積極的に連携を図るよう努めること。

なお、その際、メンタルヘルス対策支援センターに対しても参画を促すこと。

ア 啓発事業、セミナ一、講演会等の共同開催

イ 事業者、労働者や家族に対する個別相談会の共同開催

ワ 関係機関とのネットワーク形成、相談機関のリスト化

工 事業場、労働者に対する実態調査等の実施
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. 

(参考.指導文書例)

i豆茎主l;!ryエ
所 属

別紙 I

年月日

官名 氏名

メンタルヘルス対策の実施について

労働者のメンタルヘルスケアを実施するため、 「労働者の心の健康の保持増進のための
指針J (平成 18年健康保持増進のための指針公示第3号)に基づき、口内にレ印を付した
事項について、改善等の措置を講じてください。

なお、改善等の状況については、 月 日までに報告してください。

記

口1 衛生委員会等における調査審議
衛生委員会等において、 3の f心の健康づくり計画」を始めとした「労働者の精神

的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること J (労働安全衛生規則第 22
条第 10号)について、調査審議を行うこと。

常時 50人未満の労働者を使用する事業場であって、衛生委員会等が設けられてい
ない場合には、労働安全衛生規則第 23条の 2に基づく関係労働者の意見を聴くため
の機会を利用して関係労働者の意見を聴取すること。

口2 事業場における実態の把握
衛生委員会等における調査審議に当たっては、あらかじめ、メンタノレヘノレス上の理

由による休業者の有無、人数、休業日数等心の健康問題に係る事業場の実態を把媛す
ること。

ロ3 r心の健康づくり計画Jの策定
以下の内容を盛り込んだ「心の健康づくり計画」を策定すること。

① 事業者がメンタルヘノレスケアを積極的に推進する旨の表明
② 事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任
③ 教育研修の実施

口4 事業場内メンタノレヘルス推進担当者の選任
事業場のメンタノレヘノレスケアの推進の実務を担当する「事業場内メンタノレヘノレス推

進担当者」を、衛生管理者、衛生推進者、安全衛生推進者等から選任すること。

口5 教育研修の実施
事業場内においてメンタノレヘノレスケアが適切に実施されるよう、以下の教育研修を

実施すること。
口ア 労働者への教育研修
口イ 管理監督者への教育研修
ロウ 事業場内産業保健スタッフ等への教育研修

口6 その他[

(受領者)

事業場織名
氏名

ロ メンタルヘルス対策支援センターの支援を希望する。
ロ メンタノレヘルス対策支援センターに、その旨を連絡することに了解する。
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別紙 2
(参考様式例)

白守

事業場名

N
H
H
 

2 

注)1

。

こと。

エ
オ

4 本様式は参考様式につき、適宜、変更等して差し支えないこと。



工 精神障害等による業務上の疾病が発生した事業揚に対する指導の実施につ

いて(平成 21年 3月 30日基発第0330023号〉

仁宣:kJB~ I 

都道府県労働局長殿

基発第0330023号

平成21年 3月 30日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

精神障害等による業務上の疾病が発生した事業場に対する指導の実施について

平成 21年 3月初日付け基発第 0326003号「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進

に当たっての留意事項についてJ(以下「留意通達」としづ。)の記の 3に示すところの

標記については、今後、下記によられたい。

1 指導の目的

本指導は、

2 対象事業場

対象事業場は、

記

あって、次のいずれかに該当する事業場を対象とすること。

① 
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3 個別指導の実施について

(1)対象事業場の選定

て対象事業場を選定すること。

(2)重点事項

指導の実施に当たっては、上記 1の目的に留意の上、以下のアからカを-

こE

オ

カ

ク

ケ

コ

( 3)留意事項

し、こと。
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(4)メンタルヘルス対策支援センターによる支援の促進

こと。
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オ メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携の促進についてく平

成 20年 6月 19日基安労発第0619001号〉

都道府県労働局

労働基準部長殿

基安労発第 0619001号

平成 20年 6月 19日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

(公印省略)

メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携の促進について

職場におけるメンタルヘルス対策については、平成 20年度を初年度とする労働災害

防止計画においても「過重労働による健康障害防止対策を講じた上で、労働者一人ひと

りの気づきを促すための教育、研修等の実施、事業場内外の相談体制の整備、職場復帰

対策等を推進すること」を重点、として対策を推進しているところである。

とりわけ、メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応はメンタノレヘノレス対策上、重

要であるため、メンタルヘルス不調を感じた労働者がいって、も相談で二きる相談体制の整

備とともに、相談時においてメンタルヘルス不調を把握した場合には、迅速に医療機関

等に取り次ぎできる仕組みの構築が必要である。

このようなことから、事業場に対してメンタルヘルスの相談担当者の配置や事業場外

資源の有効な活用についての啓発指導を行うとともに、事業場外資源のうちメンタルヘ

ルス相談の専門機関 (以下「相談機関Jという。)に関し、 一定の要件を満たしたもの

について登録・公表することにより、メンタルヘルスに係る優良な事業場外資源の確保

を図り、その利用を促進することとしているところである。

今般、上記相談機関の登録基準を別紙 1のとおり定めるとともに、平成 20年度にあ

っては「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業Jを別

紙 2のとおり独立行政法人労働者健康福祉機構に委託して実施することとした。

ついては、下記事項に留意の上、本事業の効果的かっ円滑な推進に遺憾なきを期され

たい。

なお、本職より別添のとおり関係団体あて協力依頼をしたので、了知されたい。
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(注.平成 20年度以降については、メンタルへ/レス対策支援センターにおいて実施。

また、本要領では別添は省略している。)

記

1 本事業の積極的な周知・広報について

(1)各都道府県に設置されることとなるメンタルヘルス対策支援センターと連携し、

事業場及び対象となる相談機関に対して本事業の周知を図ること。

また、相談機関から本事業に関する問い合わせ、照会等に対応するとともに、必

要に応じ、登録基準を周知し、登録の推奨を図ること。

なお、今般、登録基準を定めた背景には、現在の相談機関は、

同種サービス内容て、あっても、サービスを提供する相談機関によってその

水準に大きな差があること

相談機関の案内に記載している専門職が、実際には実務に就いていない、

いわゆる「名義貸し」も散見されること

等の問題のあることが専門家から指摘されており、これらを踏まえ、事業場が相談

機関の能力をより一層活用してメンタルヘルス対策を推進するためには、相談機関

の相談体制、サービスの内容等を透明化し、事業場がそれらを把握できるようにす

るとともに、相談機関の提供するサービスの質を確保することが必要となっている。

ついては、相談機関のサービスの質の確保・向上を図る観点、から、本事業の登録予

定の有無等に関わらず、相談機関に対しては登録基準の周知を図ることが肝要であ

ること。

( 2)平成 20年度にあっては、本事業を独立行政法人労働者健康福生止機構に委託した

こ左から、メンタルヘルス対策支援センターは都道府県産業保健推進センターに設

置されることとなること。

2 事業場内の体制整備について

事業場が相談機関を有効に活用するには、相談機関との連絡調整を行う体制の整備

や事業場内における相談体制の整備を始めとするメンタルヘルス対策の推進が不可

欠である。

このため、上記役割を担う者として、「労働者の心の健康の保持噌進のための指針J

(平成 18年 3月 31日健康保持増進のための指針公示第 3号)5 (3)に基づき、衛生管

理者、衛生推進者等の事業場内産業保健スタッフ等の中から事業場内メンタルヘルス

推進担当者を選任するよう啓発指導を行うこと o
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3 地域における事業場外資源のネットワークについて

木事業は、事業者と契約を結び有料で面接によるメンタルヘルスに関する相談を実

施する医療法上の医療提供施設以外の相談機関を対象としているところであるが、木

事業とは別に、地域の実情に応じ、各地域において医師会、精神科病院協会、精神神

経科診療所協会、産業保健推進センタ一等が協力し、医療機関等の情報を事業場に提

供する取組を行っているものについて、この取組を妨げるものではないこと。
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(別紙1)

相談機関の登録基準

I 登録対象となる相談機関

メンタルヘルス不調者に対する相談のサービスを提供する事業場外資源には、精神

科専門病院や診療所、地域産業保健センタ一、民間の相談機関、労働組合等様々な機

関がある。

本事業では、事業者と契約を結び有料でその労働者に以下のサービスを提供する機

関て、あって医療法上の医療提供施設以外のものを対象とする。

ア 面接によるメンタルヘルスに関する相談

(個々の労働者の心の健康に関する相談に限る。以下同じ。)

イ 面接によるメンタルヘルスに関する相談の結果に基づく適切な医療機関等

への紹介

H 相談機関の登録基準

1 相談体制に係る基準

(1) 基本方針

事業者及びその労働者へのサービスの提供に関する以下の基本方針を文書によ

って明確化していること。

ア 相談体制の質の確保

イ 個人情報の保護

ウ 事業者との連携

エ 医療提供施設との連携

オ サービスの提供に関する情報の公開

カ その他サービスの提供に関し重要な事項

( 2 )相談対応者

相談機関は常勤の相談対応者を有するとともに、実務経験の少ない相談対応者

については、ケースごとに十分な経験を有する相談対応者が指導する体制が確立

されていること。また、相談対応者は、以下の要件を満たすものであること。

ア 相談対応者は、心理職 (THPの心理相談担当者、臨床心理士、産業カウン

セラ一等をいう。)又は精神保健福祉士であること。

イ 常勤の相談対応者のうち、 1名以上の者については、事業場内において、又

は事業場外の相談機関(事業場との契約により相談を行うものに限る。)におい

て、労働者を対象とする面接によるメンタルヘルスに関する相談の実務に 5年

以上従事(これらの相談業務を主な業務として行い、かつ当該機関において通

常、 1週間に 3日以上従事した実績を有すること。)した経験を有すること。
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( 3)提供するサービスの内容等

ア 相談機関は、メンタルヘルスに関する相談等に関し以下のサービスを事業者

に対して提供できること。

(ア)労働者の心の健康問題について、相談対応者が労働者本人へのメンタルへ

ルスに関する相談等(面接によるメンタルヘルスに関する相談及び面接以外

のメンタルヘルスに関オる相談をいう。以下同じ。)に対応するほか、人事労

務管理担当者、上司、同僚及び家族に対して、その労働者の心のケアのため

の相談・助言を行うこと。

(イ)メンタノレヘルスに関する相談等の結果について、その件数、その特徴、事

業場に存在すると考えられる問題点等を、契約事業場ごとに取りまとめ、事

業場側の担当者との協議の場において報告・説明すること。

イ 相談機関は、メンタルヘノレスに関する相談等に関して、以下の事項を公開し

ていること。

(ア)料金体系(精神科医による面接に係る費用の取扱いを含む。)

(イ)全ての相談対応者の氏名、有する資格及び経歴

(ウ)メンタルヘルスに関する相談等への対応等が可能な曜日及び時間

(エ)メンタルヘルスに関する相談等に関し、対応可能な方法

(オ)関与する精神科医の氏名及び精神科医としての経歴並びに精神科医が所属

する医療機関の名称・所在地

(カ)その他対応可能なサービスの内容

(キ)面接によるメンタルヘルスに関する相談の実績文は事業者との契約の実績

(4 )精神科医の関与

ア 相談機関は、精神科医又は精神科医が所属する医療機関と契約し、精神科医

によって以下の業務を行うとともに、当該業務の記録(担当精神科医の氏名及

び確認印を含む。)を作成すること。

(ア)相談機関の業務のあり方及び業務内容に対して、医学的な観点から助言を

行うこと。

(イ)面接によるメンタルヘルスに関する相談を希望するすべての労働者に対し

て、相談対応者による面接に先立ち面接を行い、その結果を相談機関に報告

すること。

(ウ)電話、メール等によるメンタルヘルスに関する相談等を行ったすべての労

働者について、その内容について相談対応者から報告を受け、その内容につ

いて医学的な観点から審査すること。

(エ)相談対応者が商接によるメンタルヘルスに関する相談を行った労働者につ

いて、相談対応者から、医学的な観点の相談を受けること。

(オ)面接によるメンタ/レヘルスに関する相談の結果、医療上の措置を必要とす
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ると判断される労働者に対して、速やかに適切な対応を図ること。

(カ)相談対応者に対して、随時、教育・指導等を行うこと。

イ アに掲げる業務を行う精神科医は、以下のすべての要件を満たす者であるこ

と。

(ア)精神科医としての臨床歴を 5年以上有すること。

(イ)以下の産業保健に関するいずれかの要件を満たすこと。

a 労働安全衛生法第 13条第2項の要件を満たすこと

b 以下のいずれかの産業保健に関する研修を受講していること。

( a )財団法人産業医学振興財団が行う「精神科医等のための産業保健研修会」

(b) 日本産業精神保健学会が行う「精神科医のための産業保健講習会」

( c )上記研修と同等以上の産業保健に関する研修

2 相談対応者の能力向上のための体制に係る基準

(1)研修教育

相談対応者の能力向上のため、定期的に講習会を実施し、又は外部の機関・学

会等が開催する研修会・学会等に定期的に参加させる体制が確立されていること。

(2 )ケースに関するグルーフ。討議

相談対応者の能力向上のため、個々の相談対応者の相談したケースについて、

相談機関の常勤及び非常勤の相談対応者を集め、精神科医の指導を受けつつグ、ル

ープ討議を定期的に行っていること。

3 個人情報保護に関する措置に係る基準

(1)個人情報の保護に関する規程の整備

相談機関においては、次のアからエまでに掲げるすべての定めを含む個人情報

保護のための規程が整備されていること。

ア メンタルヘルスに関する相談等を行った労働者の個人情報について、相談機

関が定める規程及び法令等に規定する場合を除き、その所属する事業者その他

第三者に漏洩しではならないこと。

なお、個人情報の保護は、緊急に医療上の措置を必要とすると判断される労

働者(希死念慮を有する場合等)への対応を妨げるもので、あってはならない。

イ メンタルヘルスに関する相談等の結果、労働者の心の健康に影響を与えてい

ると考えられる事業場の問題が認められる場合、事業者との連携をとることの

必要性を労働者に説明し、労働者の承諾が得られた場合には、事業者に対して

当該問題について必要な報告を行うこと。

ウ メンタノレヘルスに関する相談等の結果、自傷他害のおそれが認められるなど、

事業者として緊急に対応をとることが必要であると考えられる労働者について、
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事業者に必要な情報を通知すること。なお、この場合であっても、可能な限り

労働者の同意をとること。

エ 個人情報に関する取扱いについては、契約前に事業者と調整し、上記アから

ウまでを含む取決めをすること。この際、メンタルヘルスに関する相談等を受

けた労働者の不利益となる取決めは行わないこと。

( 2)個人情報保護に関する誓約書

相談機関においては、役員、相談対応者等の職員及び提携機関から個入情報保

護に関する誓約書を提出させていること。

( 3)個人情報保護のための相談室の整備

相談機関内の面接によるメンタノレヘルスに関する相談を行うための相談室は、

プライパシーが確保される構造(相談の音声が外部に漏れず、外部から容易に覗

ける構造となっていないこと。)のものが必要数確保されていること。ただし、火

災等の緊急時に、緊急に避難の連絡が可能であり、かつ避難経路が確保されてい

るものでなければならない。

(4 )執務室への関係者以外立ち入り禁止指置

電話、メール等によるメンタノレヘルスに関する相談等、個人情報を取り扱う情

報端末の操作、個人情報が記された書類等の取扱い等は、職務の性質上やむを得

ない場合を除き、関係者以外の者の立ち入りが禁止された執務室において行うこ

と。

4 その他の基準

(1)書類の保存

相談機関においては、メンタルヘルスに関する相談等を行った労働者個人の記

録を作成し、 5年以上保存すること。

( 2)相談機関のウェブサイト、 パンフレット等において、社会通念上、労働者のメン

タルヘノレス対策を進める上でふさわしくない記述を行っていないこと。
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(別紙 2)

メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業の概要

1 事業の目的

国(厚生労働省)が定めた登録基準を満たした相談機関を登録するとともに、登

録した相談機関(以下「登録相談機関Jという。)を事業場に対して紹介すること等

により労働者の心の健康問題に関する相談体制の整備を図り、労働者の心の健康の保

持増進を図ること。

2 相談機関の登録について

本事業の受託者(以下「受託者」という。)が、登録基準に適合して事業運営を行

っていることを自己適合確認した相談機関からの登録申請を受け、その登録を行い、

登録相談機関の情報を公表する。

[登録の対象となる相談機関】

事業者と契約を結び有料で面接によるメンタルヘルスに関する相談等を実施

する相談機関であって、医療法上の医療提供施設以外のもの

I登録の単位】

相談室を設けて面接による相談等のサービスを提供する場所の単位ごと(1

の相談機関が複数の相談室を有する場合は、それぞれの相談室が登録の単位と

なる。)

【登録の有効期間1

3年。有効期間内に有効期間の更新申請があった場合に、更新手続きを行う。

I登録の方法1
受託者が、相談機関からの登録申請を受け付け、笠録申請関係書類により、

申請者による自己適合確認が適切に行われていることを確認し、登録を行う。

登録した相談機関については、受託者が一定の情報を公表する。

また、登録事項変更及び登録廃止の際には、その届出を必要とする。

I登録の抹消】

利用者の通報等により登録基準を満たしていないと思われる登録相談機関に

ついては、受託者が確認のための資料要求を行うとともに、必要に応じ、該当

相談機関への実地調査及び聴聞を実施する。

以上の調査により、登録抹消に係る審査が必要と認められる登録相談機関に

ついて、受託者は登録審査委員会を開催し、登録抹消に係る審査を行う。

222 



3 相談機関・事業場への周知等

受託者は、事業場に対する登録相談機関の利用促進を図るため、 47の都道府県に

おいて、各事業場、事業主団体への訪問等により、メンタルヘルス指針等の周知に

よるメンタノレヘルス対策の普及を図るとともに、登録相談機関に係る情報を提供し、

本事業の周知等を行う。

また、相談機関に対しても、本事業の周知等を行う。

4 登録相談機関の相談対応者の能力向上

受託者は、登録相談機関の相談対応者の能力向上を図るため、研修等を実施する。
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力 改訂版 rJ~\の健康問題により休業した労働者の臓湯復帰支援の手引き」の

送信について(平成 21年 3月 23日 基安労発第 0323001号〉

都道府県労働局

労働基準部長殿

基安労発第 0323001号

平成 21年 3月 23日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

改訂版「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

の送付について

メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する職場復帰支援については、事業場

向けマニュアノレとして、平成 16年に作成された「心の健康問題により休業した労働者

の職場復帰支援の手引きJ (以下、 「手引き」という。)の活用を周知してきたところ

である。

一方、職場におけるメンタルヘルス対策については、改正労働安全衛生法等により衛

生委員会又は安全衛生委員会の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図る

ための対策の樹立に関すること」が義務づけられるとともに、 「労働者の心の健康の保

持増進のための指針J(健康保持増進のための指針公示第 3号。)が制定され、職場復帰

支援プログラムの策定等を始めとする職場復帰における支援について示されたところ

である。

平成 19年の労働者健康状況調査によると、過去 1年間にメンタルヘルス上の理由に

より連続 1ヶ月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の割合は 7.6怖となっている

等、職場復帰支援は従前にも憎して重要な課題となっているところである。

このような状況を踏まえ、今般、中央労働災害防止協会に「心の健康問題により休業

した労働者の職場復帰支援のための方法等に関する検討委員会J(座長 高田 鼠を設

置し、検討を重ねたところ、今般、1}IJ添のとおり改訂版の手引きが取りまとめられたと

ころである。

ついては、事業場においてより円滑な職場復帰支援が図られるよう、本手引きの活用

について、周知されたい。
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なお、改訂版における主な改正点は下記のとおりであること。

おって、職場復帰支援に関しては、都道府県メンタルヘルス対策支援センターにおい

て、事業者等からの相談対応、必要な助言、適切な事業場外資源等の紹介・教示等を行

うこととしているので、事業者等に対しその活用を図るよう周知されたい。

記

1 休業前の段階

円滑な職場復帰を行うためには、職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の

整備等により、休業の開始から通常業務への復帰までの流れを明確にすることが

重要であることから、これらを基本的考え方として示したこと。

策定された職場復帰支援プログラム等については、労働者、管理監督者等に周

知すること。

2 病気休業開始及び休業中の段階

休業中の労働者が不安に感じていることに関して十分な情報提供や相談対応を

行うこと。

職場復帰支援に関する事業場外資源や地域にある公的制度等を利用する方法も

あることから、これらについての情報を提供することも考えられること。

3 職場復帰の決定までの段階

主治医による職場復帰の判断は、職場で求められる業務遂行能力まで回復して

いるか否かの判断とは限らないこと。

より円滑な職場復帰を図る観点から、主治医に対し、あらかじめ職場で必要と

される業務遂行能力の内容や勤務制度等に関する情報提供を行うこと。

職場復帰前に「試し出勤制度Jを導入する場合は、その人事労務管理上の位置

づけ等について事業場であらかじめルールを定めておくこと。

4 職場復帰後の段階

心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行う必要があ

ることを踏まえ、主治医との連携を図ること。

職場復帰した労働者や当該者を支援する管理監督者、同僚労働者のストレス軽

減を図るため、職場環境等の改善や、職場復帰支援への理解を高めるために教育

研修を行うこと。
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1 趣旨

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

平成 16年 10月

改訂平成 21年 3月

(1)趣旨

職場復帰のための対策については、平成 16年 10月に「心の健康問題により

休業した労働者の職場復帰支援の手引きJ (以下「手引き」という。)が公表さ

れ、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援のための事業場向けマニ

ュアルとして活用されてきた。

その後、平成 18年の改正労働安全衛生法令に基づき、衛生委員会等の調査審

議事項に f労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することJ

が追加され、また、 「労働者の心の健康の保持増進のための指針J (以下「メン

タルヘルス指針」という。)が策定されるなど、職場におけるメンタルヘルス対

策の推進が図られてきたところである。

一方、心の健康問題により休業している労働者が噌加しているとする調査結果

や休業後の職場復帰支援がスムーズに進まないという調査結果等もあり、職場復

帰支援に関する社会的関心が高まっている。

このようなことから、厚生労働省からの委託により中央労働災害防止協会に設

置された「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援のための方法等に

関する検討委員会Jにおいて、労働者の職場復帰支援に関する新たな経験や知見

等を踏まえ、より円滑な職場復帰を支援するために事業者によって行われること

が望ましい事項等について検討がなされ、 「手引き」の改訂が行われた。

(2 )職場復帰支援の基本的考え方

ア 職場復帰支援プログラム

心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場に復帰し、業務が継続でき

るようにするためには、休業の開始から通常業務への復帰までの流れをあらか

じめ明確にしておく必要がある。

事業者は本手引きを参考にしながら衛生委員会等において調査審議し、産業

医等の助言を受け、個々の事業場の実態に即した形で、事業場職場復帰支援プ

ログラム(以下「職場復帰支援プログラム」という。)を以下の要領で策定し、

それが組織的かつ計画的に行われるよう積極的に取り組むことが必要である。

職場復帰支援フ。ログラムには、職場復帰支援の標準的な流れを明らかにす

るとともに、それに対応する手順、内容及び関係者の役割等について定める。

職場復帰支援プログラムを円滑に実施するために必要な関連規程等や体制
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の整備を行う。

職場復帰支援プログラム、関連規程等及び体制については、労働者、管理

監督者及び事業場内産業保健スタッフ等に対し、教育研修の実施等により十

分周知する。

イ 職場復帰支援プラン

実際の職場復帰支援では、職場復帰支援プログラムに基づき、支援対象とな

る個々の労働者ごとに具体的な職場復帰支援プランを作成する。その上で、労

働者のプライバシーに十分配慮しながら、事業場内産業保健スタップ等を中心

に、労働者、管理監督者が互いに十分な理解と協力を行うとともに、主治医と

の連携を図りつつ取り組む。

ウ 主治医との連携等

心の健康問題がどの様な状態であるかの判断は多くの事業場にとって困難で

あること、心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行

う必要があることから、 主治医との連携が重要となる。

また、職場復帰支援においては、職場配置、処遇、労働条件、社内勤務制度、

雇用契約等の適切な運用を行う必要があることから人事労務管理スタッフが重

要な役割を担うことに留意する必要がある(なお、本手引きにおいて、事業場

内産業保健スタッフ等には、人事労務管理スタップが含まれている。)。

(3)職場復帰支援に当たって留意すべき事項

職場復帰支援に当たっては、特に以下の点について留意する必要がある。

心の健康問題の特性として.健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強

いという問題や、心の健康問題自体についての誤解や偏見等解決すべき問題が存

在していることに留意の上、心の健康問題を抱える労働者への対応を行う必要が

あること。

事業場においては、計画的にストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知

識や心の健康問題に対する正しい態度など、メンタルヘルスケアを推進するため

の教育研修・情報提供を行うことが重要であること。

職場復帰支援をスムーズに進めるためには、休業していた労働者とともに、そ

の同僚や管理監督者に対する過度の負担がかからないように配慮する必要があ

ること。

家族の理解や協力も重要であることから、家族に対して必要な情報を提供する

等の支援が望まれること。

(4 )本手引きの適用に当たっての留意点

本手引きには、実際の職場復帰に当たり、事業者が行う月議場復帰支援の内容が

総合的に示されている。

本手引きが対象とする労働者は、心の健康問題で休業した全ての労働者である
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が、第 3ステップ以降の職場復帰に関しては、医学的に業務に復帰するのに問題

がない程度に回復した労働者(すなわち軽減又は配慮された一定レベルの職務を

遂行でき、かつ、想定される仕事をすることが治療上支障にならないと医学的に

判断されるもの。)を対象としている。

なお、本手引きの基本的な記述においては、心の健康問題として、治療によっ

て比較的短期に寛解するものが想定されている。その他の心の健康問題について

は、異なる対応をとる必要がある場合もあることに留意するとともに、主治医と

の連携が重要となる。手引きの趣旨をその事業場の状況に活かすためには、これ

らのことを念頭においた上で、事業者の判断と責任の下で、どのように対応すべ

きかが十分に検討されて行われるべきである。

また、職場復帰支援の具体的な手法については、本手引きによるほか、公開さ

れている様々な文献、事例集、報告書、研修会等を活用・参考にすることが望ま

れる。

2 職場復帰支援の流れ

本手引きによる職場復帰支援の流れは、病気休業開始から職場復帰後のフォローア

ップまでの次の 5つのステップからなっている(図参照)。事業者は本手引きを参考

にしながら、個々の事業場の実態に即した職場復帰支援フ。ログラムを策定することが

重要である。

<第 1ステップ>

病気休業開始及び休業中のケアの段階であり、 「労働者からの診断書(病気休業

診断書)の提出」、 「管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によ

るケア」、[病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応」及び「その他」

で構成される。

<第2ステップ>

主治医による職場復帰可能の判断の段階であり、「労働者からの職場復帰の意思

表示と職場復帰可能の判断が記された診断書の提出」、 「産業医等による精査」及

び「主治医への情報提供Jで構成される。

<第3ステップ>

職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成の段階であり、「情報の収

集と評価」、「職場復帰の可否についての判断」及び「職場復帰支援プランの作成」で

構成される。

<第4ステップ>

最終的な職場復帰の決定の段階であり、「労働者の状態の最終確認」、 「就業上の

配慮等に関する意見書の作成」、「事業者による最終的な職場復帰の決定」及び「そ

の他」で構成される。

<第5ステップ>
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職場復帰後のフォローアップの段階であり、 f疾患の再燃・再発、新しい問題の

発生等の有無の確認」、 「勤務状況及び業務遂行能力の評価」、 「職場復帰支援プ

ランの実施状況の確認」、 「治療状況の確認J、 「職場復帰支援プランの評価と見

直し」、 「職場環境等の改善等J及び「管理監督者、同僚等への配慮、等」で構成さ

れる。

図職場復帰支援の流れ

|<第 1ステップ>病気休業開始及び休業中のケア

ア 病気休業開始時の労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出

イ 管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタップ等によるケア

ウ 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応

エその他

↓ 

|<第2ステップ>主治医による職場復帰可能の判断

ア 労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能の判断が記された診断書の提出

イ 産業医等による精査

ウ 主治医への情報提供

|<第3ステップ>職湯復帰の可否の判断及び職揚復帰支援プランの作成

l ア 情報の収集と評価

(ア)労働者の職場復帰に対する意思の確認

見収集

(ウ)労働者の状態等の評価

(オ)その他

イ 職場復帰の可否についての判断

ウ 職場復帰支援プランの作成

(ア)職場復帰日

(ウ)人事労務管理上の対応

みた意見

(オ)フォローアップ

|1<第4ステップ>最終的な職場復帰の決定
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(イ)産業医等による主治医からの意

(エ)職場環境等の評価

(イ)管理監督者による就業上の配慮

(エ)産業医等による医学的見地から

(カ)その他
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ア 労働者の状態の最終確認 イ 就業上の配慮等に関する意見書

の作成

ウ事業者による最終的な職場復帰の決定 エその他

|| 職場復帰

|<第5ステップ>職場復帰後のフォローアップ

l ア 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認

イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価

ウ 職場復帰支援プランの実施状況の確認

エ 治療状況の確認

オ職場復帰支援プランの評価と見直し

カ 職場環境等の改善等

キ 管理監督者、同僚等への配慮等

3 職場復帰支援の各ステップ

(1)病気休業開始及び休業中のケアく第 1ステップ>

ア 病気休業開始時の労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出

病気休業の開始においては、主治医によって作成された診断書を労働者より

管理監督者等に提出してもらう。診断書には病気休業を必要とする旨の他、職

場復帰の準備を計画的に行えるよう、必要な療養期間の見込みについて明記し

てもらうことが望ましい。

イ 管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によるケア

管理監督者等は、病気休業診断書が提出されたことを、人事労務管理スタッ

フ及び事業場内産業保健スタッフに連絡する。休業を開始する労働者に対して

は、療養に専念できるよう安心させると同時に、休業中の事務手続きや職場復

帰支援の手順についての説明を行う。

管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等は、必要な連絡事項及び職場復

帰支援のためにあらかじめ検討が必要な事項について労働者に連絡を取る。場

合によっては労働者の同意を得た上で主治医と連絡を取ることも必要となる。

ウ 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応

病気休業期間中においても、休業者に接触することが望ましい結果をもたら

すこともある。その場合は、精神的な孤独、復職できるかという不安、今後の

キャリア等で本人が不安に感じていることに関して、十分な情報を提供するこ

とが重要である。
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また、不安や悩みなどを相談できる場を設けることも重要である。この場合、

事業場内の相談体制や事業場外の相談機関、地域の相談制度等で利用できるも

のについて、情報提供をすることも考えられる。

特に、本人が安心して療養できるようにするためには、休業中の経済的・将

来的な不安を軽減するための配慮を行うことが重要である。事業場で設けてい

る仕組みの活用や、また、例えば、傷病手当金制度その他の公的支援制度、公

的文は民間の職場復帰支援サービスなどの利用について、関係機関等が作成し

ているパンフレットを渡すなどにより、事業者が本人に対して手続きに関する

情報を提供することや、場合によっては利用への支援を行うことなどが望まれ

る。精神保健福祉センタ一等を活用(連携・紹介)するなどの方法も考えられ

る。

休業者との接触のタイミングは職場復帰支援プログラムの策定の際に検討してお

くことが望ましい。例えf:r、診断書や傷病手当金申請書の提出のタイミングに行う

と、本人への負担が軽減されることがある。ただし、実際の接触に当たっては、必

要な連絡事項(個人情報の取得のために本人の了解をとる場合を含む。)などを除

き、主治医と連絡をとった上で実施する。また、状況によっては主治医を通して情

報提供をすることも考えられる。

エその他

以下の場合については、労働基準法や労働契約法等の関係法令上の制約に留

意の上、労使の十分な協議によって決定するとともに、あらかじめ就業規則等

に定め周知しておくことが望ましい。

私傷病による休業の最長(保障)期間、クーリング期間(休業の最長(保

障)期間を定めている場合で、-J!職場復帰してから再び同一理由で休業す

るときに、休業期間に前回の休業期間を算入しないために必要な、職場復帰

から新たな休業までの期間)等を定める場合

休業期間の最長(保障)期間満了後に雇用契約の解除を行う場合

(2 )主治医による職場復帰可能の判断<第2ステップ>

休業中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して

主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書(復職診断書)を提出するよ

う伝える。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもら

うことが望ましい。

ただし現状では、主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場

復帰の可能性を判断していることが多く、それはただちにその職場で求められる

業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことにも留意すべきで

ある。また、労働者や家族の希望が含まれている場合もある。そのため、主治医

の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査し
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た上で採るべき対応について判断し、意見を述べることが重要となる。 (3 (3) 

ア(イ)参照)

また、より円滑な職場復帰支援を行う上で、職場復帰の時点で求められる業務

遂行能力はケースごとに多様なものであることから、あらかじめ主治医に対して

職場で必要とされる業務遂行能力の内容や社内勤務制度等に関する情報を提供し

た上で、就業が可能であるという回復レベルで復職に関する意見書を記入するよ

う依頼することが望ましい。 (6ー(1)参照)

( 3)職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成く第 3ステップ>

安全でスムーズな職場復帰を支援するためには、最終的な職場復帰決定の手続

きの前に、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰の可否を適切に判断し、

さらに職場復帰支援プランを準備しておくことが必要でユある。このプロセスは、

本手引きで示す職場復帰支援の手続きにおいて中心的な役割を果たすものであ

り、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、当該労働者の間で十分

に話し合い、よく連携しながら進めていく必要がある。

また、心の健康づくり専門スタッフが配置された事業場においては、これらの

専門スタップが、より専門的な立場から、他の事業場内産業保健スタッフ等をサ

ポートすることが望まれる。

産業医が選任されていない 50人未満の小規模事業場においては、人事労務管

理スタッフ及び管理監督者等、又は衛生推進者若しくは安全衛生推進者が、主治

医との連携を図りながら、また地域産業保健センタ一、労災病院勤労者メンタル

ヘルスセンタ一等の事業場外資源を活用しながら検討を進めていくことが必要で

ある。

ケースによっては、最終的な職場復帰の決定までのプロセスを同時にまとめて

検討することも可能であるが、通常、職場復帰の準備にはある程度の時間を要す

ることが多いため、職場復帰前の面談等は、実際の職場復帰までに十分な準備期

間を設定した上で計画・実施することが望ましい。

職場復帰の可否及び職場復帰支援プランに関する話し合いの結果については、

「職場復帰支援に関する面談記録票J (様式例 2)等を利用して記録にまとめ、

事業場内産業保健スタッフ等や管理監督者等の関係者がその内容を互いに確認し

ながらその後の職場復帰支援を進めていくことが望ましい。

ア 情報の収集と評価

職場復帰の可否については、労働者及び関係者から必要な情報を適切に収集

し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが大切である。家

族を含めた第三者からの個人情報の収集については、労働者のプライパ、ンーに

十分配慮することが重要なポイントとなる。情報の収集と評価の具体的内容を

以下に示す。
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なお、事業場外の職場復帰支援サービスや医療リハビリテーション等を利用

している場合には、その状況等も有効な情報である。

(ア)労働者の職場復帰に対する意思の確認

a 労働者の職場復帰の意思及び就業意欲の確認

b 職場復帰支援プログラムについての説明と同意

(イ)産業医等による主治医からの意見収集

診断書に記載されている内容だけでは十分な職場復帰支援を行うのが困難

な場合、産業医等は労働者の同意を得た上で、下記(ウ)の a及びbの判断

を行うに当たって必要な内容について主治医からの情報や意見を積極的に収

集する。この際には、 「職場復帰支援に関する情報提供依頼書J (様式例1)

等を用いるなどして、労働者のプライバシーに十分配慮、しながら情報交換を

行うことが重要である。

(ワ)労働者の状態等の評価

a 治療状況及び病状の回復状況の確認

( a )今後の通院治療の必要性及び治療状況についての概要の確認

( b )業務遂行(自ら自動車等を運転しての通勤を含む。)に影響を及ぼす症

状や薬の副作用の有無

( c )休業中の生活状況

( d) その他職場復帰に関して考慮すべき問題点など

b 業務遂行能力についての評価

( a )適切な睡眠覚醒リズムの有無

( b )昼間の眠気の有無(投薬によるものを含む。)

( c )注意力・集中力の程度

( d)安全な通勤の可否

( e )日常生活における業務と類似した行為の遂行状況ど、それによる疲労の

回復具合(読書やコンピュータ操作が一定の時間集中してできること、

程度の運動ができること等)

(f)その他家事・育児、趣味活動等の実施状況など

C 今後の就業に関する労働者の考え

(a)希望する復帰先

( b )希望する就業上の配慮の内容や期間

( c )その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフ

に対する意見や希望(職場の問題点、の改善や勤務体制の変更、健康管理

上の支援方法など)

d 家族からの情報

可能であれば、必要に応じて家庭での状態(病状の改善の程度、食事・
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睡眠・飲酒等の生活習慣など)についての情報

(エ)職場環境等の評価

a 業務及び職場との適合性

( a )業務と労働者の能力及び意欲関心との適合性

(b)職場の同僚や管理監督者との人間関係など

b 作業管理や作業環境管理に関する評価

( a )業務量(作業時間、作業密度など)や質(要求度、困難度など)等の作

業管理の状況

(b)作業環境の維持・管理の状況

( c )業務量の時期的な変動や、不調lの事態に対する対応の状況

( d)職場復帰時に求められる業務遂行能力の程度(自動車の運転等危険を伴

う業務の場合は投薬等による影響にも留意する。)

c 職場側による支援準備状況

( a )復帰者を支える職場の雰囲気やメンタルヘルスに関する理解の程度

(b)実施可能な就業上の配慮(業務内容や業務量の変更、就業制限等)

( c )実施可能な人事労務管理上の配慮(配置転換・異動、勤務制度の変更等)

(オ)その他

その他、職場復帰支援に当たって必要と思われる事項について検討する。 2

また、治療に関する問題点や、本人の行動特性、家族の支援状況など職場復

帰の阻害要因となりうる問題点についても整理し、その支援策について検討

する。

イ 職場復帰の可否についての判断

アの「情報の収集と評価」の結果をもとに、復帰後に求められる業務が可能

かどうかについて、主治医の判断やこれに対する産業医等の医学的な考え方も

考慮して判断を行う。この判断は、事業場内産業保健スタッフ等を中心に行わ

れるが、職場環境等に関する事項については、管理監督者等の意見を十分に考

慮しながら総合的に行われなければならない。

産業医が選任されていない 50人未満の小規模事業場においては、人事労務

管理スタッフ及び管理監督者等、又は衛生推進者若しくは安全衛生推進者が、

主治医及び地域産業保健センタ一、労災病院勤労者メンタルヘルスセンタ一等

の事業場外資源、を活用しながら判断を行う。

ウ 職場復帰支援プランの作成

職場復帰が可能と判断された場合には、職場復帰支援プランを作成する。通

常、元の就業状態に戻すまでにはいくつかの段階を設定しながら経過をみる。

職場復帰支援プランの作成に当たってはそれぞれの段階に応じた内容及び期間

の設定を行う必要がある。また、各段階ごとに求められる水準(例えば、定時
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勤務が可能、職場内での仕事に関する意思疎通が可能、顧客との折衝が可能な

ど)も明記する。

労働者には、きちんとした計画に基づき着実に職場復帰を進めることが、職

場復帰後に長期に安定して働けるようになることにつながることの十分な理解

を促す。

また、本人の希望のみによって職場復帰支援プランを決定することが円滑な

職場復帰につながるとは限らないことに留意し、主治医の判断等に対する産業

医等の医学的な意見を踏まえた上で、総合的に判断して決定するよう気をつけ

る必要がある。

なお、職場においてどの程度までの就業上の配慮、をすべきかの判断材料とし

て、産業医等はその職場で求められる業務遂行能力を見極めた上で、主治医か

らの情報等に基づき、労働者がどこまで業務遂行能力を回復しているか判断す

ることも求められる。

職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容について下記に示す。

(ア)職場復帰日

復帰のタイミングについては、労働者の状態や職場の受入れ準備状況の両

方を考慮した上で総合的に判断する必要がある。

(イ)管理監督者による就業上の配慮

a 業務でのサポートの内容や方法

b 業務内容や業務量の変更

c 段階的な就業上の配慮(残業・交替勤務・深夜業務等の制限文は禁止、就

業時間短縮など)

d 治療上必要なその他の配慮(診療のための外出許可)など

(ウ)人事労務管理上の対応等

a 配置転換や異動の必要性

b 本人の病状及び業務の状況に応じて、フレックスタイム制度や裁量労働制

度等の勤務制度変更の可否及び必要性

C その他、段階的な就業上の配慮(出張制限、業務制限(危険作業、運転業

務、高所作業、窓口業務、苦情処理業務等の禁止又は免除)、転勤につい

ての配慮)の可否及び必要性

(エ)産業医等による医学的見地からみた意見

a 安全配慮義務に関する助言

b その他、職場復帰支援に関する意見

(オ)フォローアップ

a 管理監督者によるフォローアップの方法

b 事業場内産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法(職場復帰後の

235 



フォローアップ面談の実施方法等)

C 就業制限等の見直しを行うタイミング

d 全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し

(カ)その他

a 職場復帰に際して労働者が自ら責任を持って行うべき事項

b 試し出勤制度等がある場合はその利用についての検討

C 事業場外資源、が提供する職場復帰支援サービス等の利用についての検討

(4)最終的な職場復帰の決定<第4ステップ>

職場復帰の可否についての判断及び職場復帰支援プランの作成を経て、事業者

としての最終的な職場復帰の決定を行う。また、職場復帰の可否の決定に当たっ

ては、労働者にとってもきわめて重要なものであり、また、私法(契約法)上の

制約を受けることにも留意の上、社内手続きに従い、適正に行われるべきである。

この際、産業医等が選任されている事業場においては、産業医等が職場復帰に

関する意見及び就業上の配慮等についてとりまとめた「職場復帰に関する意見書J

(様式例 3)等をもとに関係者間で内容を確認しながら手続きを進めていくこと

が望ましい。

ア 労働者の状態の最終確認

疾患の再燃・再発の有無、回復過程における症状の動揺の様子等について最終

的な確認を行う。

イ 就業上の配慮等に関する意見書の作成

産業医等は、就業に関する最終的な措置等をとりまとめて、 「職場復帰に関

する意見書J (様式例 3)等を作成する。

ウ 事業者による最終的な職場復帰の決定

上記イの「職場復帰に関する意見書」 等で示された内容について管理監督者、

人事労務管理スタッフの確認を経た上で、事業者による最終的な職場復帰の決

定を行い、労働者に対して通知するとともに、就業上の配慮の内容についても

併せて通知する。管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等は、 「職場復帰に

関する意見書」等の写しを保管し、その内容を確認しながら、それぞれの実施

事項を、責任を持って遂行するようにする。

なお、職場復帰支援として実施する就業上の配慮は、当該労働者の健康を保

持し、円滑な職場復帰を目的とするものであるので、この目的に必要な内容を

超えた措置を講ずるべきではない。

エその 他

職場復帰についての事業場の対応や就業上の配慮、の内容等については、労働

者を通じて主治医に的確に伝わるようにすることが重要である。書面による場

合は「職場復帰及び就業上の配慮に関する情報提供書J (様式例4)等の書面
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を利用するとよい。こういった情報交換は、産業医等が主治医と連携を図りな

がら職場復帰後のフォローアップをスムーズに行うために大切なポイントであ

る。

なお、職場復帰に当たり人事労務管理上の配慮を行う上で処遇の変更を行う

場合は、処遇の変更及び変更後の処遇の内容について、あらかじめ就業規則に

定める等ルール化しておくとともに、実際の変更は、合理的な範囲とすること、

また、木人にその必要性について十分な説明を行うことがトラブ‘ルの防止につ

ながる。

(5 )職場復帰後のフォローアップ<第 5ステップ>

心の健康問題には様々な要因が複雑に重なり合っていることが多いため、職場

復帰の可否の判断や職場復帰支援プランの作成には多くの不確定要素が含まれる

ことが少なくない。また、たとえ周到に職場復帰の準備を行ったとしても、実際

には様々な事情から当初の計画通りに職場復帰が進まないこともある。そのため

職場復帰支援においては、職場復帰後の経過観察とプランの見直しも重要となっ

てくる。

職場復帰後は、管理監督者による観察と支援の他、事業場内産業保健スタッフ

等による定期的又は就業上の配慮の更新時期等に合わせたフォローアップを実施

する必要がある。フォローアップのための面談においては、下記のアからキまで

に示す事項を中心に労働者及び職場の状況につき労働者本人及び管理監督者から

話を聞き、適宜職場復帰支援プランの評価や見直しを行っていく 。

さらに、本人の就労意識の確保のためにも、あらかじめ、フォローアップには

期間の目安を定め、その期間内に通常のベースに戻すように目標を立てること、

また、その期間は、主治医と連携を図ることにより、病態や病状に応じて、柔軟

に定めることが望ましい。

なお、心の健康問題は再燃・再発することも少なくないため、フォローアップ

期間を終えた後も、再発の予防のため、就業上の配慮についての慎重な対応(職

場や仕事の変更等)や、メンタルヘルス対策の重要性が高いことに留意すべきで

ある。

ア 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認

フォローアップにおいては、疾患の再燃・再発についての早期の気づきと迅

速な対応が不可欠である。事業場内産業保健スタッフ等と管理監督者は、労働

者の状態の変化について適切なタイミングで対応できるよう日頃から連携を図

っておく必要がある。

イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価

職場復帰の様子を評価するのに重要な視点であり、労働者の意見だけでなく

管理監督者からの意見も合わせて客観的な評価を行う必要がある。
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職場復帰後に、突発的な休業等が職場復帰決定時に想定していた程度を超え

るような場合は、事業場内産業保健スタッフ等が面接を行い、主治医と連携を

とりながら、適切な対応を検討すべきである。

ワ 職場復帰支援プランの実施状況の確認

職場復帰支援プランが計画通りに実施されているかについての確認を行う 。

予定通り実施されていない場合には、関係者間で再調整を図る必要がある。

エ治療状況の確認

通院状況や、治療の自己中断等をしていないか、また現在の病状や、今後の

見通しについての主治医の意見を労働者から聞き、必要に応じて労働者の同意

を得た上で主治医との情報交換を行う。

その場合には、主治医から就業上の配慮、についての見直しのための意見を、

治癒又は就業上の配慮が解除されるまで、提出してもらうことが望ましい。

オ職場復帰支援プランの評価と見直し

様々な視点から現行の職場復帰支援プランについての評価を行う。何らかの

問題が生じた場合には、関係者間で連携しながら職場復帰支援プランの変更を

行う必要がある。

カ 職場環境等の改善等

職場復帰する労働者が、よりストレスを感じることの少ない職場づくりをめ

ざして作業環境、作業方法などの物理的な環境のみならず、労働時間管理(長

時間労働や突発的な時間外労働の発生等)、人事労務管理(人材の能力・適性・

人間関係等を考えた人材配置等)、仕事の方法(サポート体制・裁量権の程度

等)等、労働者のメンタルヘルスに影響を与え得る職場環境等の評価と改善を

検討することも望まれる。また、これら職場環境等の評価と改善は、管理監督

者や同僚等の心の健康の保持場進にとっても重要である。

職場環境等の改善等のために、 「職業性ストレス簡易調査票」、 「快適職場

調査(ソフト面)J、 「メンタルヘルスアクションチェックリスト」等の活用

も考えられる。

キ 管理監督者、同僚等への配慮等

職場復帰する労働者への配慮、や支援を行う管理監督者や同僚等に、過度の負

担がかかることがないように配慮することが望ましい。

また、管理監督者、同僚等に対し、心の健康問題や、自殺の予防と対応に関

する知識を含め、ラインケア、セルフケアを促進するための教育研修・情報提

供を行うことが望ましい。 (6ー (6)参照)

円滑な職場復帰には、家族によるサポートも重要となる。しかし、本人の心

の健康問題が家族に強い心理的負担を与えていることもあり、 一方で、職場復

帰に強い不安と期待を持っていることも多い。このため、心の健康問題や職場
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復帰に関する情報提供や家族からの相談対応など、事業場として可能な支援を

行うことも望ましい。なお、職場復帰の最終的な決定に当たっては、本人の同

意を得た上で家族から情報を得ることも効果的な場合がある。

4 管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等の役割

(1)管理監管者 '

管理監管者は、事業場内産業保健スタッフ等と協カしながら職場環境等の問題

点を把握し、それらの改善を図ることで職場復帰支援における就業上の配慮を履

行する。また、復帰後の労働者の状態についても事業場内産業保健スタッフ等と

協力しながら注意深い観察を行っていく 。人事労務管理上の問題については人事

労務管理スタッフと連携して適切な対応を図っていく 。 (6-(6)参照)

(2 )事業場内産業保健スタップ等

ア 人事労務管理スタッフ

人事労務管理スタッフは、人事労務管理上の問題点を把握し、職場復帰支援

に必要な労働条件の改善や、配置転換、異動等についての配慮を行う 。職場復

帰支援においては、産業医等や他の事業場内産業保健スタッフ等と連携しなが

らその手続きが円滑に進むよう調整を行う。

イ産業 医 等

産業医等は、職場復帰支援における全ての過程で、管理監督者及び人事労務

担当者の果たす機能を専門的な立場から支援し、必要な助言及び指導を行う 。

特に、労働者の診療を担当している主治医との連携を密にし、情報交換や医療

的な判断においては、専門的立場から中心的な役者lを担う。労働者や主治医か

ら知り得た情報についてはプライバシーに配慮しながら、関係者間で取り扱う

べき情報について調整を行い、就業上の配慮が必要な場合には事業者に必要な

意見を述べる立場にある。

ウ衛生管理者等

衛生管理者等は、産業医等の助言、指導等を踏まえて、職場復帰支援が円滑

に行われるよう労働者に対するケア及び管理監督者のサポートを行う。また、

必要に応じて人事労務管理スタッフや事業場外資源、との連絡調整にあたる。

なお、これらを実施する衛生管理者等については、メンタルヘルス対策全体

に関係することが望ましい。メンタルヘルス指針に基づき「事業場内メンタル

ヘルス推進担当者」を選任している場合は、当該者にこれらの職務を行わせる

ことが望ましい。

また、 50人未満の小規模事業場においては、衛生推進者又は安全衛生推進

者は、労働者、管理監督者及び主治医と連携し、地域産業保健センタ一、労災

病院勤労者メンタノレヘルスセンタ一等の事業場外資源を活用しながら、職場復

帰支援に関する業務を担当する。
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エ 保健師等

保健師等は、産業医等及び衛生管理者等と協力しながら労働者に対するケア

及び管理監督者に対する支援を行う。

オ心の健康づくり専門スタッフ

事業場内に心の健康づくり専門スタッフがいる場合には、これらの専門スタ

ッフは他の事業場内産業保健スタッフ等をより専門的な立場から支援する。

5 プライパシーの保護

職場復帰支援において扱われる労働者の健康情報等のほとんどが、労働者のプライ

バシーに関わるものである。労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に機微な情報

であり、厳格に保護されるべきものである。とりわけメンタルヘルスに関する健康情

報等は1莫重な取扱いが必要である。また、周囲の「気づき情報」は、当該提供者にと

っても個人情報であり慎重な取扱いが必要となる。事業者は労働者の健康情報等を適

正に取り扱い、労働者のプライパ、ンーの保護を図らなければならない。

(1)情報の収集と労働者の同意等

職場復帰支援において取り扱う労働者の健康情報等の内容は必要最小限とし、

職場復帰支援と事業者の安全配慮義務の履行を目的とした内容に限定すべきであ

る。

労働者の健康情報等を主治医や家族から収集するに際しては、あらかじめ、利

用目的とその必要性を明らかにして本人の承諾を得るとともに、これらの情報は

労働者本人から提出を受けることが望ましい。そうすることによって、プライバ

シーを保護するとともに、労働者が事業者に不信感を持ったり、 トラブルが発生

したり、またその結果として職場復帰が円滑に進まなくなること等を防止するこ

とにつながる。また、労働者の健康情報等を第三者へ提供する場合も原則として

本人の同意が必要である。これらの同意は、包括的、黙示ではなく、個別に明示

の同意を得ることが望ましい。

このような場合に備えて、あらかじめ衛生委員会等の審議を踏まえて、労働者

の同意の取り方やその基本的な項目や手続き等を定めておく左ともに、労働者に

周知しておくことが望ましい。

なお、心の健康問題の症状によっては日常の細かな選択や決定に大きなストレ

スを伴うこと等もあり、同意の諾否の選択を求めるに当たっては一定の配慮が必

要である。

(2)情報の集約・整理

労働者の健康情報等についてはそれを取り扱う者とその権限を明確にし、職場

復帰支援に関わる者がそれそ国れの責務を遂行する上で必要な範囲の情報に限定し

て取り扱うことを原則とすべきである。特に、メンタルヘルスに関する健康情報

等のうち、心の健康問題を示す疾患名は誤解や偏見を招きやすいことから、特に
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慎重な取扱いが必要である。

このことからも、労働者の健康情報が産業医等その他あらかじめ定められた特

定の部署において一元的に管理され、業務上必要であると判断される限りで、事

業場の中で、これらの情報を必要とする者に提供される体制が望ましい。この場

合、当該部署は専門的な立場からこれらの情報を集約・整理・解釈するなど適切

に加工し、労働者のプライパ、ンーが守られた状態で関係者間の情報交換が可能に

なるよう、調整役として機能する必要がある。

(3 )情報の漏洩等の防止

健康情報等については、労働者等の安全や健康への配慮等、相当な目的がある

場合に活用されるべきである。この点については、個々のケースに照らし、その

利用の必要性と情報漏洩等の防止の要請を比較して、適切な判断がなされる必要

がある。とくに産業医に対して、非専属である場合を含め、情報提供が行われな

いために、必要な職務が行われなくなるようなことがないよう留意する必要があ

る。

ただし、事業者は、労働者の健康情報等の漏洩等の防止措置を厳重に講ずる必

要がある。また、健康情報等を取り扱う者に対して、その責務と必要性を認識さ

せ、具体的な健康情報等の保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修を行

う必要があるa さらに、事業場外資源である外部機関を活用する場合には、当該

機関に対して、労働者のプライパシーの保護が図られるよう、必要かっ適切な方

策を講じる必要がある。

(4)情報の取り扱いルールの策定

事業者は、職場復帰支援プログラムに関する規程及び体制の整備を図るに当た

って、健康情報等の取扱いに関して、衛生委員会等の審議を踏まえて一定のルー

ノレを策定するとともに、関連する文書の書式、取扱い、保管方法等について定め

るとともに関係者に周知しておく必要がある。

(5 )個人情報の保護に関する法令・指針等の遵守

個人情報の保護、個人情報の適正な取扱い、健康情報を取り扱うに当たっての

留意事項等に関しては、個人情報の保護に関する法律や、 「雇用管理に関する個

人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」な

ど同法に基づく告示等が制定されている。また、労働者の健康情報の保護に関し

て、 「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事

項についてJなどが示されている。事業者はこれらの趣旨及び内容を十分に理解

し、これらを遵守し、労働者の健康情報の適正な取扱いを図らなければならない0

6 その他職場復帰支援に関して検討・留意すべき事項

(1)主治医どの連携の仕方

主治医との連携に当たっては、事前に当該労働者八の説明と同意を得ておく必
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要がある。

また、主治医に対し、事業場内産業保健スタッフ等や管理監督者それぞれの立

場や役割、病気休業・試し出勤制度等・就業上の配慮などの職場復帰支援に関す

る事業場の規則、プライバシーに関する事項、事業場で本人に求められる業務の

状況について十分な説明を行うことが必要である。また、事業者が把握している

休業者・復職者の不安や悩み等について説明を行うことも望ましい。

その際、労働者本人の職場復帰を支援する立場を基本として必要な情報交換が

行われるように努める。ここで必要な情報とは、職場復帰支援に関して職場で配

慮すべき内容を中心とし、それに関係する者の理解を得るために必要とされる病

態や機能に関する最小限の情報で、ある。具体的な疾患名は、必ずしもこれに含ま

れない。状況によっては、主治医及び本人を含めた 3者面談を行うことも考えら

れる。

特に産業医等は専門的な立場からより詳細な情報を収集できる立場にあるが、

主治医とスムーズなコミュニケーションが図れるよう精神医学や心身医学に関す

る基礎的な知識を習得していることが必要となる。

また、 「職場復帰支援に関する情報提供依頼書J (様式例1)等を用いて主治

医に情報提供を依頼する場合や、直接主治医との連絡や面会を行う場合、その費

用負担についても、事前に主治医との間で取り決めておく必要がある。

( 2)職場復帰可否の判断基準

職場復帰可否について定型的な判断基準を示すことは困難であり、個々のケー

スに応じて総合的な判断を行わなければならない。労働者の業務遂行能力が職場

復帰時には未だ病前のレベルまでは完全に改善していないことも考慮した上で、

職場の受け入れ制度や態勢と組み合わせながら判断する。

職場復帰判断基準の例として、労働者が職場復帰に対して十分な意欲を示し、

通勤時間帯に一人で安全に通勤ができること、会社が設定している勤務日に勤務

時間の就労が継続して可能であること、業務に必要な作業(読書、コンヒ。ュータ

作業、軽度の運動等)をこなすことができること、作業等による疲労が翌日まで

に十分回復していること等の他、適切な睡眠覚醒リズ‘ムが整っていること、昼間

の眠気がないこと、業務遂行に必要な注意力・集中力が回復していること等が挙

げられよう。

次項に掲げる試し出勤制度等が整備されている場合や、事業場外の職場復帰支

援サービス等が利用可能な場合には、これらを利用することにより、より実際的

な判断が可能となることが多い。

ただし、疾病のり患を理由に休職した労働者の職場復帰の可否に関しては、さ

まざまな判例が出されている。このため、 トラブルを防止するためにも、法律の

専門家等と相談し、適切な対応を図ることが求められる。なお、これらの判例の

242 



中には、労働者と職種を限定した雇用契約を結んでいる場合と、職種を限定しな

い契約を結んでいる場合とで、異なった判断をしているものがある。

( 3)試し出勤制度等

社内制度として、正式な職場復帰の決定の前に、以下の①から③までの例に示

すような試し出勤制度等を設けている場合、より早い段階で職場復帰の試みを開

始することができ、早期の復帰に結びつけることが期待できる。また、長期に休

業している労働者にとっては、就業に関する不安の緩和に寄与するとともに、労

働者自身が実際の職場において自分自身及び職場の状況を確認しながら復帰の準

備を行うことができるため、より高い職場復帰率をもたらすことが期待される。

①模擬出勤;職場復帰前に、通常の勤務時間と同様な時間帯において、短時間

又は通常の勤務時間で、デイケア等で、模擬的な軽作業やグ、/レープミーティング

等を行ったり、図書館などで時間を過ごす。

② 通勤訓練職場復帰前に、労働者の自宅から職場の近くまで通常の出勤経路

で移動を行い、そのまま又は職場付近で一定時間を過ごした後に帰宅する。

③試し出勤 職場復帰前に、職場復帰の判断等を目的として、本来の職場など

に試験的に一定期間継続して出勤する。

ただし、この制度の導入に当たっては、この間の処遇や災害が発生した場合の

対応、人事労務管理上の位置づけ等について、あらかじめ労使関で十分に検討し

ておくとともに、 一定のルールを定めておく必要がある。なお、作業について使

用者が指示を与えたり、作業内容が業務(職務)に当たる場合などには、労働基

準法等が適用される場合があることや賃金等について合理的な処遇を行うべきこ

とに留意する必要がある。

また、この制度の運用に当たっては、産業医等も含めてその必要性を検討する

とともに、主治医からも試し出勤等を行うことが本人の療養を進める上での支障

とならないとの判断を受けることが必要である。

さらに、これらの制度が事業場の側の都合でなく労働者の職場復帰をスムーズ

に行うことを目的として運用されるよう留意すべきである。

特に、③の試し出動については、具体的な職場復帰決定の手続きの前に、その

判断等を目的として行うものであることを踏まえ、その目的を達成するために必

要な時間帯・態様、時期・期間等に限るべきであり、いたずらに長期にわたるこ

とは避けること。

(4)職場復帰後における就業上の配慮等

ア 「まずは元の職場への復帰Jの原則

職場復帰に関しては元の職場(休職が始まったときの職場)へ復帰させるこ

とが多い。これは、たとえより好ましい職場への配置転換や異動であったとし

ても、新しい環境への適応にはやはりある程度の時間と心理的負担を要するた
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めであり、そこで生じた負担が疾患の再燃・再発に結びっく可能性が指摘され

ているからである。これらのこ左から、職場復帰に関しては「まずは元の職場

への復帰」を原買IJとし、今後配置転換や異動が必要と思われる事例においても、

まずは元の慣れた職場で、ある程度のベースがつかめるまで業務負担を軽減し

ながら経過を観察し、その上で配置転換や異動を考慮した方がよい場合が多い

と考えられる。

ただし、これはあくまでも原則であり、異動等を誘因として発症したケース ，

においては、現在の新しい職場にうまく適応できなかった結果である可能性が

高いため、適応できていた以前の職場に戻すか、又は他の適応可能と恩われる

職場への異動を積極的に考慮した方がよい場合がある。

その他、職場要因と個人要因の不適合が生じている可能性がある場合、運転

業務・高所作業等従事する業務に一定の危険を有する場合、元の職場環境等や

同僚が大きく変わっている場合などにおいても、本人や職場、主治医等からも

十分に情報を集め、総合的に判断しながら配置転換や異動の必要性を検討する

必要がある。

イ 職場復帰後における就業上の配慮

数か月にわたって休業していた労働者に、いきなり発病前と同じ質、量の仕

事を期待することには無理がある。また、うつ病などでは、回復過程において

も状態に波があることも事実である。

このため、休業期聞を短縮したり、円滑な職場復帰のためにも、職場復帰後

の労働負荷を軽減し、段階的に元へ戻す等の配慮は重要な対策となる。これら

の制度の採用に当たっては、あらかじめ衛生委員会等で審議する等により、ル

ールを定めておくことが望ましい。

なお、短時間勤務を採用する場合には、適切な生活リズムが整っていること

が望ましいという観点からは、始業時間を遅らせるのではなく終業時間を早め

る方が望ましい。また、同僚に比べて過度に業務を軽減されることは逆にスト

レスを高めること等もあるので、負荷業務量等についての調整が必要である。

ケースによっては、職場復帰の当初から、フレックスタイム制度など特段の措

置はとらず、本来の勤務時間で就労するようにさせたりする方が、良い結果を

もたらすこともある。

このように、就業上の配慮の個々のケースへの適用に当たっては、どのよう

な順序でどの項目を適用するかについて、主治医に相談するなどにより、慎重

に検討するようにすることが望ましい。具体的な就業上の配慮の例として以下

のようなものが考えられる。

短時間勤務

軽作業や定型業務への従事
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残業・深夜業務の禁止

出張制限(顧客との交渉・トラブ、ル処理などの出張、宿泊をともなう出張な

どの制限)

交替勤務制限

業務制限(危険作業、運転業務、高所作業、窓口業務、苦情処理業務等の禁

止又は免除)

フレックスタイム制度の制限又は適用(ケースにより使い分ける。)

転勤についての配慮

(5 )職場復帰に関する判定委員会(いわゆる復職判定委員会等)の設置

職場復帰に関する判定委員会(いわゆる復職判定委員会等)が設置されている

場合、職場復帰支援の手続きを組織的に行える等の利点があるが、委員会決議に

ついての責任の所在の明確化、迅速な委員会開催のための工夫、身体疾患におけ

る判定手続きと異なることについての問題点等について十分に検討しておく必要

がある。

(6)職場復帰する労働者への心理的支援

疾病による休業は、多くの労働者にとって働くことについての自信を失わせる

出来事である。必要以上に自信を失った状態での職場復帰は、当該労働者の健康

及び就業能力の回復に好ましくない影響を与える可能性が高いため、休業開始か

ら復職後に至るまで、適宜、周囲からの適切な心理的支援が大切となる。特に管

理監督者は、労働者の焦りや不安に対して耳を傾け、健康の回復を優先するよう

努め、何らかの問題が生じた場合には早めに相談するよう労働者に伝え、事業場

内産業保健スタッフ等と相談しながら適切な支援を行っていく必要がある。

管理監督者や労働者に対して、教育研修・情報提供を通じ、職場復帰支援への

理解を高め、職場復帰を支援する体制をつくることが重要である。

(7)事業場外資源の活用等

職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それぞれの

役割に応じた事業場外資源を活用することが望ましい。専門的な人材の確保が困

難な場合等には、地域産業保健センタ一、都道府県産業保健推進センタ一、中央

労働災害防止協会、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター、精神保健福祉セン

ター、保健所等の事業場外資源の支援を受ける等、その活用を図ることが有効で

ある。

また、公的な事業場外資源による職場復帰支援サービスの例として、地域障害

者職業センターが行う「職場復帰支援(リワーク支援)事業」があり、職場復帰

後の事業場等への公的な支援の例として、リワーク支援終了後のフォローアップ

や「職場適応援助者{ジョブコーチ)による支援事業J (障害者が職場に適応で

きるよう、障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づきジョブコーチが
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付記

職場に出向いて直接支援を行う事業)などがある。

その他、民間の医療機関やいわゆる EA P (Employee Assistance Program)等

が、有料で復職支援プログラム、リワークプログラム、デイケア等の名称で復職

への支援を行うケースがある。ただし、これらの機関が提供するサービスの内容

や目標は多様であり、それらが事業場で必要としている要件を十分に満たしてい

るかについて、あらかじめ検討を行うことが望ましい。

また、状況によっては、事業者側iから本人に、主治医の治療に関して他の医師

の意見を聴くこと(セカンド・オピニオン)を勧めることも考えられる。この場

合は、セカンド・オヒoニオンは本人への治療方針の問題であることから、最終的

には本人の意思に委ねるとともに、慎重じ行うことが望ましい。

特に 50人未満の小規模事業場では、事業場内に十分な人材が確保できない場

合が多いことから、必要に応じ、地域産業保健センタ一、労災病院勤労者メンタ

ルヘルスセンタ一等の事業場外資源を活用することが有効であり、衛生推進者又

は安全衛生推進者は、事業場内の窓口としての役割を果たすよう努めることが必

要となる。

1 用語の定義

本手引きにおいて、以下に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによ

る。

(1)産業医等

産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。

( 2)衛生管理者等

衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をし寸。

( 3)事業場内産業保健スタッフ

産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。

(4 )心の健康づくり専門スタッフ

精神科・心療内科等の医師、心理職等をいう。

( 5) 事業場内産業保健スタッフ等

事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の健康づくり専門スタッフ、人事

労務管理スタッフ等をいう。

( 6 )管理監督者

上司その他労働者を指簿命令する者をいう。

(7)職場復帰支援プログラム

個々の事業場における職場復帰支援の手)1領、内容及び関係者の役割等について、

事業場の実態に即した形であらかじめ当該事業場において定めたもの。

( 8)職場復帰支援プラン
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職場復帰をする労働者について、労働者ごとに具体的な職場復帰日、管理駁督

者の就業上の配慮及び人事労務管理上の対応等の支援の内容を、当該労働者の状

況を踏まえて定めたもの。

2 様式例について

後掲の様式例は、本手引きに基づいて職場復帰支援を行うために、各ステップで必

要となる文書のうち要となる文書について、その基本的な項目や内容を例として示し

たものである。この様式例の活用に当たっては、各事業場が衛生委員会等の審議を踏

まえて職場復帰支援プログラムを策定し、必要な諸規程を整備し、職場復帰支援プロ

グラムを運用する過程において、これらの様式例を参考に、より事業場の実態に即し

たものを整備することが望ましい。

3 その他

本手引きの第 3ステップ以降は、心の健康問題による休業者で、医学的に業務に復

帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象としたものである。この適用が困

難な場合には、主治医との連携の上で、地域障害者職業センタ一等の外部の専門機関

が行う職業リハビリテーションサービス等の支援制度の活用について検討すること

が考えられる。なお、職業リハビリテーションや、地域保健における医療リハビリテ

ーション(デイケアなど)を利用する場合には、それらが何を目的としているかを見

極めた上で、それらが事業場の目的に適していることを確認することが重要である。
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様式例 1 (本文 3の (3)のアの(イ)関係)

年 月日

職場復帰支援に関する情報提供依頼書

病院

クリニック 先生御机下

T 

00株式会社 00事業場

産業医 印

電話 0-0-0 

下記 1の弊社従業員の職場復帰支援に際し、下記2の情報提供依頼事項について任意書

式の文書により情報提供及びご意見をいただければと存じます。

なお、いただいた情報は、本人の職場復帰を支援する目的のみに使用され、プライパシ

ーには十分配慮しながら産業医が責任を持って管理いたします。

今後とも弊社の健康管理活動へのご協力をよろしくお願い申し上げます。

記

女男

口
H

O
 月。

O
年。

名

目同
月

員

年

業

氏

生

従ーム

2 情報提供依頼事項

(1)発症から初診までの経過

( 2 )治療経過

(3 )現在の状態(業務に影響を与える症状及び薬の副作用の可能性なども含めて)

(4)就業上の配慮に関するご意見(疾患の再燃・再発防止のために必要な注意事項な

ど)

( 5 ) 

(6 ) 

(7) 

(本人記入)

私は本情報提供依頼書に関する説明を受け、情報提供文書の作成並びに産業医への提出

について同意します。

年月日 氏名 印
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様式例 2 (本文 3の (3)関係)

職場復帰支援に関する面談記録票

記録作成日 年月 日 記載者(

事業
所

従業員番号 氏 名

男 ・女 年齢 歳
場 属

面談日時 年 月 日 日寺

出席者:管理監督者( 人事労務担当者( 産業医等(

衛生管理者等( 保健師等( 他 (

これまでの経過の

まとめ

医療機関名 主治医 連絡先

治療状況等

主治医による意見
就業上の配慮についての意見

. 本人の状況

現状の評価問題点
職場環境等

. その他

. 職場復帰開始予定日: 年 月 日

. 管理監督者による就業上の配慮、

人事労務管理上の対応事項

職場復帰支援プラ

ン作成のための検

討事項 産業医意見

(復職時及びそれ

以降の予定も含め

て) . フォローアップ

その他

、

職場復帰の可否 可・不可(理由

次回面談予定 年 月 日 時 面談予定者
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様式例 3 (本文 3の (4) 関係)

年月日

人事労務責任者殿

職場復帰に関する意見書

場事業
所

従業員番号

属

目 的

可

意見

復職に関する意

見

時間外勤務(禁止・制限 H) 

. 休日勤務 (禁止 ・制限)

就業上の配J品、の 出張 (祭止 ・制限)

内容(復職可又

は条件付き可の
. 配置転換・異動

場合)
その他

今後の見通し

面談実施日 年 月 日

上記の措置期間 年 月 日 ~ 

250 

氏

00事業場

産業医

名

男・女

F~ 

年齢 歳

(新規・変更 ・解除)

条件付き可 不可

. 

交替勤務(禁止・制限)

就業時間短縮(遅刻・早退 H) 

作業転換

年 月 日



様式例 4 (本文 3の (4) のエ関係)

年月日

職場復帰及び就業上の配慮に関する情報提供書

病院

クリニック 先生 御机 下

T 

00株式会社 00事業場

産業医 印

電話 0-0-0 

日頃より弊社の健康管理活動にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。

弊社の下記従業員の今回の職場復帰においては、下記の内容の就業上の配慮を図りなが

ら支援をしていきたいと考えております。

今後ともと指導の程どうぞよろしくお願い申し上げます。

記

氏
性別

名
(生年月日 年 月 日 年齢 歳) 男・女

復職(予定)日

時間外勤務(禁止・制限 H) 交替勤務(禁止・制限)

休日勤務 (禁止・制限) 就業時間短縮(遅刻 ・早退

出張 (禁止・制限) 作業転換
就業上の配慮の

配置転換・異動. 
内容 . その他

. 今後の見通し

連絡事項

上記の措置期間 年 月 日 ~ 年 月 日

<注:この情報提供書は労働者本人を通じて直接主治医へ提出すること>
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キ 「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正

について(平成 20年3月7 8 基発第0307006号)

口す

i
co--

円
U

ヴ

t

o
月

7

3

 

0

年

n
d
 

nu 

n
U
 

5

2

 

発

成

基

平

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

[公印省略)

「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の

一部改正について

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さ

らには、脳・心臓疾忠の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働く

ことによ tり労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学

的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過

重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、

労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

このため、平成 18年 3月 17日付け基発第0317 0 0 8号「過重労働による健康

障害防止のための総合対策についてjに基づき所要の対策を推進してきたところである

が、平成20年4月 1日から、常時50人未満の労働者を使用する事業場においても長

時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導の実施が義務づけられ

ること等から、今般、開通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、平成 20年 4

月 1日から適用することとしているので、各局においては、改正内容を含め、同総合対

策に基づく措置の周知徹底を図り、過重労働による健康障害防止対策のなお一層の推進

に努められたい。

なお、関係団体に対し、JjIJ紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

(注本要領では別紙は省略している。)
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過重労働による健康障害防止のための総合対策

1 目的

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、

さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。

働くことにより 労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、こ

の医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間に

わたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないように

するため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

このため、厚生労働省においては、平成 14年2月から「過重労働による健康障害

防止のための総合対策J(以下 rI日総合対策」という。)に基づき所要の対策を推進し

てきたところであるが、今般、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障

害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに的確に対

処するため、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)

等の改正が行われたところである。

本総合対策は、今回の労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合対策に基づ

く措置との整合性、一貫性を考慮しつつ、事業者が講ずべき措置(別添「過重労働に

よる健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」をいう。以下同じ。)を定める

とともに、当該措置が適切に講じられるよう国が行う周知徹底、指導等の所要の措置

をとりまとめたものであり、これらにより過重労働による健康障害を防止することを

目的とするものである。

2 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき指置等の周知徹底

都道府県労働局及び労働基準監督署は、集団指導、監督指導、個別指導等のあらゆ

る機会を通じて、リーフレット等を活用した周知を図るとともに、キャンペーン月間

の設定等により、事業者が講ずべき措置の内容について、事業者に広く周知を図るこ

ととする。

なお、この周知に当たっては、関係事業者団体等並びに都道府県産業保健推進セン

ター及び地域産業保健センタ一等も活用することとする。

併せて、過重労働による健康障害防止のための自主的改善事業、平成 16年6月に

公開した労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト等の活用促進のための周知も

図ることとす『る。

3 過重労働による健康障害防止のための窓口指導等

(1) 36協定における時間外労働の限度時間に係る指導の徹底

ア 労働基準法(昭和 22年法律第49号)第 36条に基づく協定(以下 r36協
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定」という。)の届出に際しては、労働基準監督署の窓口において次のとおり指

導を徹底する。

(ア) r労働基準法第 36条第 1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関す

る基準J(平成 10年労働省告示第 154号。以下「限度基準」という。)に規

定する限度時間を超える 36協定については、限度時間を遵守するよう指導を

行う。特に、限度基準第3条ただし書又は第4条に定める「特別の事情」を定

めた 36協定については、この「特別の事情」が臨時的なものに限られるもの

とするよう指導する。また、過重労働による健康障害を防止する観点、から、限

度時間を超える一定の時間まで延長する労働時間をできる限り最小限のもの

とするようにリーフレット等を活用し指導する。

(イ)限度基準に適合し、月 45時間を超える時間外労働を行わせることが可能で

ある 36協定であっても、実際の時間外労働については月 45時間以下とする

ょうリーフレット等を活用し指導する。

(ウ)休日労働を行うことが可能な 36協定であっても、実際の休日労働をできる

限り最小限のものとするようリーフレット等を活用して指導する。

イ 限度基準に規定する限度時間を超える 36協定について、 労働者代表からも事

↑青を聴取した結果、労使当事者間の検討が十分尽くされていないと認められた場

合などには、協定締結当事者である労働者側に対しでも必要な指導を行う。

(2 )裁量労働制に係る周知指導

裁量労働制に係る届出に際しては、労働基準監督署の窓口において、リーフレッ

ト等を活用して、事業者が講ずべき措置の内容を周知指導する。

(3 )労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置

限度基準に規定する限度時間を超える時間外労働を行わせることが可能な 36

協定を締結している事業場であって、労働時間等の設定の改善に向けた労使による

自主的取組の促進を図ろうとするものに対し、都道府県労働局に配置されている労

働時開設定改善コンサルタントの活用が図られるよう措置する。

4 過重労働による健康障害防止のための監督指導等

時間外・休日労働時間(休憩時間を除き 1週間当たり 40時間を超えて労働させた

場合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。)が月 45時間を超えているおそれ

がある事業場に対しては、次のとおり指導する。

(1)産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び活動状況並びに衛生委員会等の設

置及び活動状況を確認し、必要な指導を行う。

( 2)健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、

保健指導等の実施状況について確認し、必要な指導を行う。

( 3 )労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し、面接指導等(医師による面接指
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導及び面接指導に準ずる措置をし、う。以下同じ。)及びその実施後の措置等(別添

の5の(2) のアに掲げる措置をいう。)を実施するよう指導を行う。

(4) (3)の面接指導等が円滑に実施されるよう、手続等の整備(別添の 5の (2) 

のイに掲げる措置をいう。)の状況について確認し、必要な指導を行う。

( 5 )事業者が (3)の面接指導等(別添5の (2)のアの(ア)の①から③までに掲

げる措置に限る。)に係る指導に従わない場合には、労働安全衛生法第 66条第4

項に基づき、当該面接指導等の対象となる労働者に関する作業環境、労働時間、深

夜業の回数及び時間数、過去の健康診断及び面接指導の結果等を踏まえた労働衛生

指導医の意見を聴き、臨時の健康診断の実施を指示するとともに、厳正な指導を行

つ。

( 6 )事業場が常時 50人未満の労働者を使用するものである場合て、あって、近隣に専

門的知識を有する医師がいない等の理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指

導を実施することが困難なときには、地域産業保健センターの活用が可能であるこ

とを教示する。

(7)上記のほか、 36協定により定められた延長することができる時間を超えて時間

外労働が行われている場合や限度基準に適合していない場合などには、必要な指導

を行う。

5 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための指

導等

(1)過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止対策の徹底

の指導

過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場については、当該疾病の原因の

究明及び再発防止の惜置を行うよう指導する。

(2 )司法処分を含めた厳正な対処

過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違

反が認められるものについては、司法処分を含めて厳lE'こ対処する。
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(JjIJ添)

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置

1 趣旨

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さ

らには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働

くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、当該

医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわ

たる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにす

るため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

このため、厚生労働省においては、平成 14年 2月から「過重労働による健康障害

防止のための総合対策J(以下「旧総合対策」という。)に基づき所要の対策を推進し

てきたところであるが、今般、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障

害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに的確に対

処するため、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)

等の改正が行われたところである。

本措置は、このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害を防止す

ることを目的として、以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定めたものである。

2 時間外・休日労働時間の削減

(1)時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・休日労働

時間(休憩時間を除き 1週間当たり 40時間を超えて労働させた場合におけるその

超えた時間をいう。以下同じ。)が月 45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・

心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られている。このようなこ

とを踏まえ、事業者は、労働基準法(昭和 22年法律第49号)第 36条に基づく

協定(以下 r3 6協定」という。)の締結に当たっては、労働者の過半数で組織す

る労働組合又は労働者の過半数を代表する者とともにその内容が「労働基準法第3

6条第 1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準J(平成 10年労

働省告示第 154号。以下「限度基準」とし寸。)に適合したものとなるようにす

るものとする。

また、限度基準第 3条ただし書又は第4条に定める「特別の事情J(限度時間を超

える一定の時間まで労働時間を延長することができる事情)を定めた 36協定に

ついては、この「特別の事情」が臨時的なものに限るとされていることに留意す

るものとする。さらに、月 45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能で

ある場合で、あっても、事業者は、実際の時間外労働を月 45時間以下とするよう
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努めるものとする。

さらに、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする。

( 2)事業者は、「労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置等に関する基

準についてJ(平成 13年4月6日付け基発第 339号)に基づき、労働時間の適

正な把握を行うものとする。

( 3 )事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確保のため

の責務があることなどに十分留意し、当該労働者に対し、過重労働とならないよう

十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう努めるものとする。

3 年次有給休暇の取得促進

事業者は、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用等

により年次有給休暇の取得促進を図るものとする。

4 労働時間等の設定の改善

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第 90号)第4条第 1

項に基づく、労働時間等の設定の改善に適切に対処するため必要な事項について定め

る労働時間等設定改善指針については、平成 19年 12月に策定された「仕事と生活

の調和(ワーク・ライフ ・パランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行

動指針」の趣旨を盛り込むべく改正し、平成 20年4月 1日から適用されたところで

ある。このため、事業者は、過重労働による健康障害を防止する観点から、改正後の

労働時間等設定改善指針に留意しつつ、必要な婚置を講じるよう努めるものとする。

5 労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1)健康管理体制の整備、健康診断の実施等

ア 健康管理体制の整備及び健康診断の実施

事業者は、労働安全衛生法に基づき、産業医や衛生管理者、衛生推進者等を選

任し、その者に事業場における健康管理に関する職務等を適切に行わせるととも

に、衛生委員会等を設置し、適切に調査審議を行う等健康管理に関する体制を整

備するものとする。

なお、事業場が常時50人未満の労働者を使用するものである場合には、地域

産業保健センターの活用を図るものとする。

また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、健康診断結果について

の医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等を確実に実施するも

のとする。特に、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、 6月以内

ごとに 1回の健康診断を実施しなければならないことに留意するものとする。

イ 自発的健康診断受診支援助成金の活用等
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事業者は、深夜業に従事する労働者を対象とした自発的健康診断受診支援助成

金制度や血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者を対象とした二

次健康診断等給付制度の活用について、労働者への周知に努めるものとするとと

もに、労働者からこれらの制度を活用した健康診断の結果の提出があったときに

は、その結果に基づく事後措置についても講ずる必要があることについて留意す

るものとする。

また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持増進を図るため

の措置を継続的かっ計画的に実施するものとする。

(2 )長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等

ア 面接指導等(医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をしづ 。以下同

じ。)の実施等

(ア)事業者は、労働安全衛生法等に基づき、労働者の時間外・休日労働時間に応

じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。

① 時間外・休日労働時聞が 1月当たり 100 時間を超える労働者で、あって、

申出を行ったものについては、医師による面接指導を確実に実施するものと

する。

② 時間外・休日労働時聞が 1月当たり 80時間を超える労働者であって、申

出を行ったもの(①に該当する労働者を除く 。)については、面接指導等を

実施するよう努めるものとする。

③ 時間外・休日労働時聞が 1月当たり 100時間を超える労働者(①に該当

する労働者を除く 。)又は時間外・休日労働時聞が 2ないし 6月の平均で 1

月当たり 80時間を超える労働者については、医師による面接指導を実施す

るよう努めるものとする。

④ 時間外・休日労働時聞が 1月当たり 45時間を超える労働者で、健康への

配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望まし

いものとする。

(イ)事業者は、労働安全衛生法等に基づき、面接指導等の実施後の措置等を次の

とおり実施するものとする。

① (ア)の①の医師による面接指導を実施した場合は、その結果に基づき、

労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師から意見

聴取するものとする。また、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、

労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など適切な事後措置を講ずるものとす

る。

② (ア)の②から④までの面接指導等を実施した場合は、①に準じた措置の

実施に努めるものとする。

③ 面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接
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指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じ精神科医等と連携

を図りつつ対応するものとする。
1 

イ 面接指導等を実施するための手続等の整備

(ア)事業者は、アの面接指導等を適切に実施するために、衛生委員会等において、

以下の事項について調査審議を行うものとする。また、この結果に基づく必要

な姶置を講ずるものとする。

① 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること。

② 面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関すること。

③ 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱

いが行われることがないようにするための対策に関すること。

④ アの(ア)の②から④まて、に該当する者その他の者について面接指導等を

実施する場合における事業場で定める必要な指置の実施に関する基準の策

定に関すること。

⑤ 事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に

関すること。

(イ)事業者は、アの(ア)の①及び②の面接指導等を実施するに当たっては、そ

の実施方法及び実施体制に関する事項に、

① 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備

② 申出を行う際の様式の作成

③ 申出を行う窓口の設定

等を含め必要な措置を講じるとともに、 労働者が申出を行いやすくする観点に

立ってその周知徹底を図るものとする。

ワ 常時50人未満の労働者を使用する事業場の対応

常時 50人未満の労働者を使用する事業場においても、ア及びイの措置を実施

する必要があるが、アについては、近隣に専門的知識を有する医師がいない等の

理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指導を実施することが困難な場合に

は、地域産業保健センターの活用を図るものとする。

また、当該事業場においてイの手続等の整備を行う場合には、事業者は、労働

安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32号。)第 23条の 2に基づき設けた関

係労働者の意見を聴くための機会を利用するように努めるものとする。

なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等により対

象者が受ける場合には、労働安全衛生法第 66条の 8第2項に規定されている事

業者が指定した医師が行う面接指導に該当することとなるが、この場合、事業者

は、対象となる労働者の勤務の状況(例えば直近 1ヶ月の総労働時間、時間外・

休日労働時間、業務内容等)を記した書面を当該医師に提出するとともに、労働

安全衛生規則第 52条の 6に基づき当該面接指導の結果を記録し保存しておく
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ものとする。

( 3)過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置

事業者は、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、産業医等の助言

を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次により

原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとする。

ア原因の究明

労働時間の適正管理、 労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業

務の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤

務の状況、健康診断及ひ会面接指導等の結果等について、多角的に原因の究明を行

うこと。

イ再発 防止

上記アの結果に基づき、衛生委員会等の調査審議を踏まえ、上記 2から 5の

( 2)まで、の婿置に則った再発防止対策を樹立し、その対策を適切に実施すると

と。
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ク 「過重労働による健康障害防止のための総合苅策の具体的な実施に当た

って留意すべき事項について」の一部改正について (平成20年 3月7日

基監発第0307003号等)

函

都道府県労働局長殿

基監発第 0307003号

基安労発第 0307002号

基勤企発第 0307001号

平 成 2 0年 3月 7 日

厚生労働省労働基準局

監督課長

安全衛生部労働衛生課長

勤労者生活部企画課長

( 契 印 省 略 )

「過重労働による健康障害防止のための総合対策の具体的な実施に当たって

留意すべき事項について」の一部改正について

標記過重労働による健康障害防止のための総合対策については、平成 20年4月1日

から、常時 50人未満の労働者を使用する事業場においても長時間にわたる時間外・休

日労働を行った労働者に対する面接指導の実施が義務づけられることから、平成 20年

3月 7日付け基発第0307006号をもって改正されたところである。

ついては、平成 18年 3月 17日付け基監発第 031700 2号、基安労発第 031

700 1号及び基勤企発第 031700 1号(以下「留意通達」という。)を下記のと

おり改正し、平成 20年 4月 1日から施行するので、その適切な実施に遺憾なきを期さ

れたい。

記

1 r 1 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(総合対策の

別添)の周知(総合対策 2関係)Jを r1 過重労働による健康障害を防止するた
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め事業者が講ずべき措置(総合対策の別添)の周知に当たって留意すべき事項(総

合対策 2関係)Jに改め、 r1 (1) J及び r1 (2)J を削除し、 r 1 (2)ア」

を r1 (1) Jとし、 r1 (2) イJを r1 (2) Jとし、 1 (2) ウを次のよう

に改める。

( 3)衛生委員会等において、 「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を

図るための対策の樹立に関すること」が付議事項とされており、過重労働による健

康障害を防止するための措置が検討されることとなっていることから、問委員会に

おいて十分な調査審議が行われることが重要であること。(総合対策別添の 5の(2)

のイ関係)

なお、衛生委員会等については、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第 7

条第2項により、一定の要件を満たせば、同法にいう労働時間等設定改善委員会とみ

なすことができることについても必要に応じ説明すること。

2 1 (3) の次に次を加える。

(4 )常時 50人未満の労働者を使用する事業場において面接指導を実施するための手

続等の整備を行うに当たっては、事業者は、労働安全衛生規則第 23条の 2に基づ

く関係労働者の意見を聴くための機会を利用するようにすること。

3 2 (3)及び (4) を削除し、 2 (5) を2 (3) とし、次のとおりに改める。

( 3)月 80時間を超える時間外労働が可能である 36協定(ただし、限度基準第 5条

第 1号、第 2号又は第4号により適用除外になっている事業及び業務は除く。)を

受理した場合に、平成 20年 3月 7日付け基監発第 0307001号「当面の長時

間労働の抑制のための対策における監督指導等の実施について」の記の 2において

監督指導の対象となる事業場以外の事業場については、署はその写しを局に送付す

ること。局においては、労働時開設定改善コンサルタントを活用して、当該事業場

に対し自主点検等を実施させるとともに、事業場の希望に応じて同コンサルタント

による個別訪問等を実施し、労働時間等設定改善法を踏まえた指導を行わせること。

4 3 (1)から 3 (3) を次のように改める。

(1)過重労働による健康障害紡止のための監督指導等の対象事業場は、

ること。また、こ

れら事業場には、自主点検、集団指導、監督指導、個別指導等の各種行政手法を適

切に選択し、その有機的な連携を図ることにより、効果的かっ効率的な指導を行う

こと。

(2)過重労働による健康障害防止を主眼とする監督指導、個別指導の対象事業場l士、

原則として、次のものとすること。

なお、これが多数の場合は、計画的に監督指導、個別指導を実施すること。
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5 4 (1)中、 「衛生管理者等」を「衛生管理者、衛生推進者等」に改める。

6 4 (2) アから 4 (2) カを次のように改める。

ア 労働安全衛生法第 66条の 8違反が認められる場合(総合対策別添の 5の (2) 

のアの(ア)の①関係)

是正勧告を行うこと。

なお、面接指導を実施した後、その結果を記録していない場合、その結果を医

師から意見聴取していない場合文は適切な事後措置を講じていない場合には、労

働安全衛生法第 66条の 8第 3項から第 5項に基づく措置を実施するよう是正勧

告を行うこと。

イ 労働安全衛生法第 66条の 8違反が認められない場合

(ア)
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C 

リーフレツト等を活用し、過重労働による健康障害防止の観点から、.

を行う

こと。

リーフレツト等を活用し、過重労働による健康障害防止の観点から、.

を行

うこと。

ウ

二E
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を行うこと。

オ アの労働安全衛生法第 66条の 8第 1項の是E勧告を行った場合の是正期日

及び指導文書を交付して指導を行った場合の改善報告期日については、-

圃圃とすること。

なお、ア並びにイの(ア)及びイの(イ)の aについて、所定期日までに是正

報告又は改善報告が提出されない場合には、

7 4 (3) を次のように改める。

(3 )常時 50人未満の労働者を使用する事業場については、上記(1)及び (2) に

加え、近隣に専門的知見を有する医師がし、ない等の理由により面接指導等を実施す

ることが困難な場合には、地域産業保健センターの利用が可能であることを教示す

ること。

なお、予算の関係上、地域産業保健センターで実施可能な面接指導の件数には限り

があることから、同センターにおいては面接指導等の実施可能な医療機関の紹介を行

うことがあり得ることに留意すること。

8 4 (4) を次のように改める。

(4) .監督指導時において、裁量労働制が適用されている労働者及び管理・監督者が認

められた場合においては、事業主に対し、当該労働者についても労働基準法の深夜

労働等に係る規定については適用されることについて説明するとともに、過重労働

による健康障害を防止するため、リーフレット等を活用じた指導を行うこと。

9 4 (5) を次のように改める。

( 5)監督指導時において、

10 5 (1)中、 「上記4の (5)Jを「上記4の(2)のオ」に改める。

11 JlIJ紙を次のように改める。(次略)

12 別添4中、注)を次のとおり改める。

注)上記の( )内は、産業医を選任する義務のない事業場に対する記述である。

13 別添 5を次のように改める。 (次略)

14 別添6中、注)を次のとおり改める。

注)上記の( )内は、産業医を選任する義務のない事業場に対する記述である。
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(参考)

1 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(総合対策の別添)

の周知に当たって留意すべき事項(総合対策2関係)

(1)長時間労働による疲労の蓄積を防止するため、時間外労働や休日労働は、できる

限り削減されるべきであること。 (総合対策別添の 2関係)

(2)長時間労働により疲労が蓄積するおそれのある場合の健康管理に係る措置として

の医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置については、労働安全衛生法(第

66条の8及び第 66条の 9)に線拠を持つもので、あること。 (総合対策別添の5

の (2)のア関係)

( 3)衛生委員会等において、 「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を

図るための対策の樹立に関すること」が付議事項とされており、過重労働による健

康障害を防止するための婚置が検討されることとなっていることから、同委員会に

おいて十分な調査審議が行われることが重要であること。(総合対策別添の 5の(2) 

のイ関係)

なお、衛生委員会等については、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第 7

条第 2項により、一定の要件を満たせば、同法にいう労働時間等設定改善委員会とみ

なすことができることについても必要に応じ説明すること。

(4 )常時 50人未満の労働者を使用する事業場において面接指導を実施するための手

続等の整備を行うに当たっては、事業者は、労働安全衛生規則第 23条の2に基づ

く関係労働者の意見を聴くための機会を利用するようにすること。

2 過重労働による健康障害防止のための窓口指導等(総合対策 3関係)

(1)労働基準法第 36条に基づく協定(以下 r3 6協定Jという。)における時間外

労働の限度時間に係る指導については、労働基準法第36条第 1項の協定で定める

労働時間の延長の限度等に関する基準(以下「限度基準Jという。)が適用される

事業又は業務について行うものであり、引き続き、平成 16年 2月 18日付け基発

第021800'4号「時間外労働協定の適正化に関する指導についてJ (以下 rO

04号通達」という。)に基づき窓口において確実に実施すること。その際、特に

004号通達の記の第 2の3の (3)に留意すること。

また、限度基準第 5条第 2号の業務については、自動車運転者の労働時間等の改

善のための基準が適用されることから、当該業務に係る 36協定については、平成

1 1年4月 1日付け基発第 191号「自動車運転者の労働時間等の労働条件確保の

ための監督指導等について」の記の 7に基づき、引き続き、適切な指導を行うこと。

(2)限度基準が適用されない事業又は業務に係る 36協定も含め、月 45時間を超え

る時間外労働を行わせることが可能である 36協定(例 ①特別条項付き協定の場
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合、②2週 27時間で協定している場合などにおいて、連続して時間外労働を行わ

せると月 45時間を超える時間外労働が可能である場合など)に係る窓口指導につ

いては、本省において作成する事業者が講ずべき措置に関するリーフレット等を活

用して指導すること。

( 3)月 80時間を超える時間外労働が可能である 36協定(ただし、限度基準第 5条

第 1号、第 2号又は第4号により適用除外になっている事業及び業務は除く。)を

受理した場合に、平成20年 3月7日付け基監発第0307001号「当面の長時

間労働の抑制のための対策における監督指導等の実施について」の記の 2において

監督指導の対象となる事業場以外の事業場については、署はその写しを局に送付す

ること。局においては、労働時開設定改善コンサルタントを活用して、当該事業場

に対し自主点検等を実施させるとともに、事業場の希望に応じて同コンサルタント

じよる個別訪問等を実施し、労働時間等設定改善法を踏まえた指導を行わせること。

3 過重労働による健康障害防止のための集団指導、監督指導、個別指導等(総合対策

4関係)

(1)過重労働による健康障害防止のための監督指導等の対象事業場は、

選定すること。また、

れら事業場には、自主点検、集団指導、監督指導、個別指導等の各種行政手法を適

切に選択し、その有機的な連携を図ることにより、効果的かつ効率的な指導を行う

こと。

( 2)過重労働による健康障害防止を主眼とする監督指導、個別指導の対象事業場は、

原則として、次のものとすること。

なお、これが多数の場合は、計画的に監督指導、個別指導を実施すること。
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4 監督指導及び個別指導の方法、措置等(総合対策4関係)

上記3の対象事業場に対する監督指導又は個別指導については、次のとおり実施す

(1)事業場における産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び活動状況並びに衛

生委員会等の設置及び活動状況を確認するとともに、健康診断及びその結果につい

ての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等の実施状況について

確認し、労働安全衛生関係法令違反等が認められた場合には、所要の借置を講ずる

こと。

-その上で、労働者の時間外・休日労働時間の状況等に応じ、以下の指導を行うと

ともに、過重労働による健康障害を防止する観点から、時間外・休日労働を月 45

時間以内とするよう削減に努めることについて指導すること。

ア 労働安全衛生法第 66条の 8違反が認められる場合(総合対策別添の 5の (2)

のアの(ア)の①関係)

是正勧告を行うこと。

なお、面接指導を実施した後、その結果を記録していない場合、その結果を医

師から意見聴取していない場合又は適切な事後措置を講じていない場合には、労

働安全衛生法第 66条の 8第 3項から第 5項に基づく措置を実施するよう是正勧

告を行うこと。

イ 労働安全衛生法第 66条の 8違反が認められない場合

(ア)
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リーフレツト等を活用し、過重労働による健康障害防止の観点から、ー

を行う

こと。

リーフレツト等を活用し、過重労働による健康障害防止の観点から、.

行

うこと。

ウ
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こE

オ アの労働安全衛生法第66条の 8第 1項の是正勧告を行った場合の是正期日

及び指導文書を交付して指導を行った場合の改善報告期日については、-

-とすること。

なお、ア並びにイの(ア)及びイの(イ)の aについて、所定期日までに是正

報告文は改善報告が提出されない場合には、

( 3)常時 50人未満の労働者を使用する事業場については、上記(1)及び (2) に

加え、近隣に専門的知見を有する医師がいない等の理由により面接指導等を実施す

ることが困難な場合には、地域産業保健センターの利用が可能であることを教示す

ること。

なお、予算の関係上、地域産業保健センターで実施可能な面接指導の件数には限り

があることから、同センターにおいては面接指導等の実施可能な医療機関の紹介を行

うことがあり得ることに留意すること。

(4 )監督指導時において、裁量労働制が適用されている労働者及び管理・監督者が認

められた場合においては、事業主に対し、当該労働者についても労働基準法の深夜

労働等に係る規定については適用されることについて説明するとともに、過重労働

による健康障害を防止するため、リーフレット等を活用した指導を行うこと。
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5 局における健康管理に係る指導等(総合対策4の (5)関係)

(4) (2)の本文の指導及び(3)の指示による健康診断の項目は、次のとおりとす

ること。

ア 既往歴及び業務歴の調査

イ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

ウ 血圧の測定

エ血中脂質検査

オ血糖検査

カ心電図検査

キ その他労働衛生指導医が必要と認める検査
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6 司法処分等(総合対策5関係)

272 



(事業者)あて

所属

官名 氏名

過重労働による健康障害防止について

(別紙)

年月日

過重労働による健康障害を防止するため、貴事業場においては、口内にレ印を付した事項につい

て、改善等の借置を講じてください。

なお、改善等の状況については、 月 日までに報告してください。

記

口 1 時間外・休日労働時間を 1月当たり 80時間を超えて行わせ、かつ、面接指導等の措置を
希望する旨の申出を行った労働者について、面接指導等の措置が実施されていないことか
ら、速やかにこれを実施するよう努めること。
また、過重労働による健康障害を防止する観点、から、時間外・休日労働を月 45時間以内

とするよう削減に努めること。

口2 時間外・休日労働を 1月当たり 100時間を超えて行わせた労働者又は 2ないし 6月の平
均で 1月当たり 80時間を超えて行わせた労働者について、医師による面接指導等の対象と
されているにもかかわらず、これが実施されていないことから、速やかにこれを実施するよ
う努めること。
また、過重労働による健康障害を防止する観点、から、時間外・休日労働を月 45時間以内

とするよう削減に努めること。

口3 時間外・休日労働を 1月当たり 100時間を超えて行わせた労働者又は 2ないし 6月の平
均で 1月当たり 80時間を超えて行わせた労働者について、面接指導等を実施する対象とな
っていないが、常時 50人以上の労働者を使用する事業場の場合には、衛生委員会等により
調査審議を行い、常時 50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働安全衛生規則
第 23条の 2に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して関係労働者の意見

を聴取し、当該労働を行わせた労働者全員に面接指導を実施するなど、面接指導等の必要な
措置を実施する対象者とするよう努めること。

また、過重労働による健康障害を防止する観点、から、時間外・休日労働を月 45時間以内
とするよう削減に努めること。

口4 時間外・休日労働を 1月当たり 45時間を超えて行わせた労働者で、あって、健康への配慮

が必要な者について、面接指導等を実施する対象とされているにもかかわらず、これが実施
されていないことから、これを実施するように努めること。
また、過重労働による健康障害を防止する観点から、時間外・休日労働を月 45時間以内

とするよう 削減に努めること。

口5 r長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関するこ
と」について、常時 50人以上の労働者を使用する事業場の場合には、衛生委員会等におい
て速やかに調査審議を行い、常時 50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働安

全衛生規則第 23条の 2に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して速やか
に関係労働者の意見を聴取すること。また、その結果に基づき、必要な措置を講ずるよう努
めること。

口6 面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするため、労
働者が自己の時間外・休日労働時間数を確認できる仕組み等を予め定めるなど、必要な婿置
を講じ、これを労働者に周知徹底すること。
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報告係式

事業場名

(別孫1)

記入担当者 連絡先

直前の賃金締切日を起算点として遡り、直前1か月間に月 100時間を超える時間外 ・休日労働を行った労働者及び月 80時間を超える時間外 ・休日労働
を行い、面後指導等の刷出を行った労働者並びLこ2か月間、3か月間、 4か月間、 5か月問、 6か月間のいずれかの月平均において 80時間を超える時間
外 ・休日労働を行った労働者について記入すること。

N
4
AF
 

出 氏名 総名 機種
過去6か月の時間外・休日労働時間数(直前の賃金締切日から遡って) 開凶の有無 過去6か月間の 手待ち時間がある 備 考 除 勧

.(月) 2( 月) 3( 月) 4(月) 5( 月) 6( 月) ('1'出月日) 出張回数 場合の状況曜日

時間 時間 時間 時間 時間 時間 園内田泊

{うち探夜業 (うち深夜業 (うち深夜業 (うち深夜襲 (うち深夜業 (うち探夜業 海外国拍

四時間) 国時間) 目時間) 百時間} 園時間) 回時間)

時間 時間 時間 時間 時間 時間 園内田泊

(うち海夜業 (うち採夜業 (うち深夜業 (うち際夜業 (うち深夜業 (うち探夜業 海外国泊

由時間) 四時間) 回時間} 目時間) 回時間) 回時間)

時間 時間 時間 時間 時間 時間 園内回泊

(うち深夜業 (うち深夜業 (うち深夜業 {うち深夜業 (うち探夜襲 (うち禄夜業 浩外国泊

四時間} 回時間} 園時間) 園時間) 回時間) 回時間)

時間 時間 時間 時間 待問 時間 囲内田泊

(うち深夜業 (うち深夜業 (うち深夜業 (うち深夜業 (うち深夜業 (うち深夜業 機外回泊

E 時間) E 時間) 回時間) 国 時 間 } 回時間) 目時間)

時間 時間 時間 時間 時間 時間 圏内自治

(うも探夜業 (うち深夜業 (うち深夜業 (うち探夜襲 (うち深夜業 [うち深夜業 海外田泊

四時間) 由 時 間 ) 四 時 間 ) 四時間) 回静岡) 回時間)

時間 時間 時間 時間 時間 時間 国内田泊

(うち襟夜換 {うち深夜業 (うち深夜襲 (うち深夜業 {うち深夜業 (うち深夜業 梅外国泊

四時間) 四時間) 回時間} 園時間} 園時間) 回時間)

注1 拘束時間が長く手待ち時間がある場合に、実作業時間と手待時聞の割合を記入
注2不規目lほ勤務、精神的緊張を伴う業務等参考となるものを記入

添付書類1 健康診断個人票の写
添付書類2 気温、湿度及びふく射熱の作業環境測定結果の写(労働安全衛生規則第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場に限る。)
添付書類3等価騒音レベノレの作業環境測定結果の写{労働安全衛生規則第588条に規定する著しし、騒音を発する屋内作業場の場合に限る。)



00労働局労働衛生指導医

(氏名)殿

00労働局長

過重労働による健康障害防止に関する意見について

(日1]添 2)

番号

年月日

(事業場名)においては、 lll]紙のとおり、過重労働による健康障害のおそれのある労

働者が認められるため、下記について貴殿の意見を求めます。

(注)別紙は、課長内かんの別添 1による報告様式により調査したもの

記

1 臨時の健康診断を実施する必要性の有無

2 臨時の健康診断を実施する必要がある場合、健康診断を受けるべき労働者の範囲

3 臨時の健康診断を実施する必要がある場合、実施すべき健康診断の項目
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00労働局長殿

00労働局労働衛生指導医

(氏名) 印

過重労働による健康障害防止に関する意見書

(日IJ添 3)

年月 日

平成00年O月00日付け(番号)で依頼のあった(事業場名j についての意見は、

下記のとおりです。

記

1 臨時の健康診断を実施する必要性の有無

臨時の健康診断を実施する必要があると認める。

(臨時の健康診断を実施する必要はないと認める。)

2 臨時の健康診断を実施する必要がある場合、健康診断を受けるべき労働者の範囲

労働者 0000 

3 臨時の健康診断を実施する必要がある場合、実施すべき健康診断の項目

(1)既往歴及び業務歴の調査

( 2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

( 3 ) 血圧の測定

(4 ) 血中脂質検査

(5 ) 血糖検査

( 6 )心電図検査

(7) 0000 (労働衛生指導医が必要と認める項目)
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(別添4)

年月日

(事業者) あて

所属

官名氏名

過重労働による健康障害防止について

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら

には、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見を踏まえ、過重労働によ

る健康障害を防止するため、貴事業場において下記の改善措置を講じてください。

なお、改善の状況については、 月 日までに報告してください。

記

1 直前の賃金締切日を起算点として遡り、労働者0000について、次の項目による

臨時の健康診断を実施すること。

(1)既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他党症状の有無の検査

( 3 )血圧の測定

(4 )血中脂質検査

( 5)血糖検宣

( 6)心電図検査

(7) 0000 (労働衛生指導医が必要と認める項目)

2 上記 1の臨時の健康診断を行った労働者について、異常の所見の有無にかかわらず、

当該健康診断の結果等に基づき、産業医(地域産業保健センタ一事業により登録され

ている医師等の産業医として選任される要件を備えた医師)による意見を聴き、必要

な事後措置を行うこと。

注)上記2の( )内は、産業医を選任する義務のない事業場に対する記述である。
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(事業者)あて

臨時健康診断実施指示書

00労働局長

(別添 5)

番号

年月日

労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)第 66条第4項に基づき、下記のとおり

臨時の健康診断を実施することを指示します。

また、臨時の健康診断を実施した後、その結果を速やかに報告してください。

1 健康診断を受けるべき労働者の範囲

労働者 0000 

2 健康診断の項目

(1)既往歴及び業務歴の調査

記

( 2) 自覚症状及び他党症状の有無の検査

( 3 ) 血圧の測定

(4 ) 血中脂質検査

( 5 ) 血糖検査

(6 ) 心電図検査

(7) 0000 (労働衛生指導医が必要と認める項目)

3 健康診断を実施する期限

平成 年 月 日 ま で

※この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60日
以内に厚生労働大臣に対して審査請求することができます(指示があった日から 1年を経過した
場合を除きます。)。

また、この指示に対する取消訴訟については、国を被告として(訴訟において国を代表するも
のは法務大臣になります。)、この指示があったことを知った日の翌日から起算して 6ヶ月以内に
提起することができます(指示があった日から 1年を経過した場合を除きます。)。

ただし、指示があったことを知った日の翌日から起算して 60日以内に審査請求をした場合に
は、指示の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6ヶ月
以内に提起しなければなりません(裁決があった日から 1年を経過した場合を除きます。)。
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(日IJ添6)

年月日

(事業者) あて

所属

官名氏名

臨時健康診断実施後の措置について

(年月日)付け(番号)により指示された臨時の健康診断を受診した労働者について、

異常の所見の有無にかかわらず、当該健康診断の結果等に基づき、産業医(地域産業保

健センタ一事業により登録されている医師等の産業医として選任される要件を備えた

医師)による意見を聴き、必要な事後措置を行ってください。

この措置の笑施状況については、 0月O日までに報告してください。

注)上記の( )内は、産業医を選任する義務のない事業場に対する記述である。
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ケ 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講

すべき措置に関する指針(平成 16年7月1日 厚生労働省告示第259号〉

厚生労働省告示第二百五十九号

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八条の規定に基づき、

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に

関する指針を次のように定め、平成十七年四月一日から適用する。

平成十六年七月 日

厚生労働大臣坂口 力

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置

に関する指針

第一 趣旨

この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に定める事項に

関し、雇用管理に関する伺人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき

措置について、その適切かっ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであ

る。

なお、雇用管理に関する個人情報については、本指針によるほか、当該個人情報取

扱事業者が行う事業を所管する大臣等が策定した指針その他の必要な措置に留意す

るものとする。

第二 用語の定義

法第二条に定めるもののほか、 この指針において、次の各号に掲げる用語の 意義

は、当該各号に定めるところによる。

一 事業者 法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者のうち雇用管理に関す

る個人情報を取り扱う者をいう(第四に規定する場合を除く 。)。

二 労働者等 前号に規定する事業者に使用されている労働者、前号に規定する事業

者に使用される労働者になろうとする者及びなろうとした者並びに過去において

事業者に使用されていた者をいう。

第三 事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項

一 法第十五条に規定する利用目的の特定に関する事項

事業者は利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、 一般的に特定するのではな

く、労働者等本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に

想定できる程度に、具体的、個別的に特定すること o

二 法第十六条及び法第二十三条第一項に規定する本人の同意に関する事項
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事業者が労働者等本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利

用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、書面等により当該個人情報

の取扱いについて承諾する意思表示を行うことが望ましいこと。

三 法第二十条に規定する安全管理措置及び法第二十一条に規定する従業者の監督

に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人データの安全管理のために次に掲げる措置を講

ずるように努めるものとすること。

(一) 雇用管理に関する個人データを取り扱う従業者及びその権限を明確にし

た上で、その業務を行わせること。

(二) 雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた

者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取り扱うこと。

(三) 雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データ

の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用しではならないこ

と。その業務に係る職を退いだ後も同様とすること。

(四) 雇用管理に関する個人データの取扱いの管理に関する事項を行わせるた

め、当該事項を行うために必要な知識及び経験を有していると認められる者

のうちから個人データ管理責任者を選任すること。

(五) 雇用管理に関する個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従業

者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人データの保護姶置に

習熟させるため、必要な教育及び研修を行うこと。

四 法第二十二条に規定する委託先の監督に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人データの取扱いの委託に当たって、次に掲げる

事項に留意するものとすること。

(ー) 個人情報の保護について十分な婿置を講じている者を委託先として選定

するための基準を設けること。

(二) 委託先が委託を受けた個人データの保護のために講ずべき措置の内容が

委託契約において明確化されていること。具体的な措置としては、以下の事

項が考えられること。

(1) 委託先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて

知り得た個人情報を漏らし、又は盗用しではならないこととされている

こと。

(2) 当該個人データの取扱いの再委託を行うに当たっては、委託元へその

旨文書をもって報告すること。

(3) 委託契約期間等を明記すること。

(4) 利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは

削除が適切かっ確実になされること。
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(5) 委託先における個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く 。)、

改ざん等を禁止し、又は制限すること

(6) 委託先における個人データの複写又は複製(安全管理上必要なパック

アップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く 。)を禁止する

こと。

(7) 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における

委託元への報告義務を課すこと。

(8) 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における

委託先の責任が明確化されていること。

五 法第二十三条に規定する第三者提供に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人データの第三者への提供(法第二十三条第一項

第一号から第四号までに該当する場合を除く。)に当たって、次に掲げる事項に留

意するものとすること。

(一) 提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り

得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。

(二) 当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事

業者の了承を得ること。但し、当該再提供が、法第二十三条第一項第一号か

ら第四号までに該当する場合を除く 。

(三) 提供先における保管期間等を明確化すること。

(四) 利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは削

除が適切かっ確実になされること。

(五) 提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアッ

プを目的とするものを除く 。)を禁止すること。

六 法第二十五条第一項に規定する保有個人データの開示に関する事項

事業者は、あらかじめ、労働組合等と必要に応じ協議した上で、 労働者等本人か

ら開示を求められた保有個人データについて、その全部又は一部を開示することに

よりその業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当すると

して非開示とすることが想定される保有個人データの開示に関する事項を定め、労

働者等に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならないこと。

七 法第二十九条第二項に規定すてる本人の利便を考慮した適切な措置に関する事項

事業者は、労働者等からの雇用管理に関する個人データの開示等の求めができる

だけ円滑に行われるよう、閲覧の場所及び時間等について十分配慮すること。

八 法第三十一条に規定する苦情の処理に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する苦情の適切かっ迅速な処

理を行うため苦情及び相談を受け付けるための窓口の明確化等必要な体制の整備

に努めること。
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九 その他事業主等が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための

措置を行うに当たって配慮すべき事項

(ー) 事業者は、六に定める保有個人データの開示に関する事項その他雇用管理

に関する個人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労

働組合等に通知し、必要に応じて、協議を行うことが望ましいものであるこ

と。

(二) 事業者は、九の(ー)の重要事項を定めたときは、労働者等に周知するこ

とが望ましいものであること。

第四 個人情報取扱事業者以外の事業者による雇用管理に関する個人情報の取扱い

法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者以外の事業者であって、雇用管理に

関する個人情報を取り扱う者は、第三に準じて、その適正な取扱いの確保に努めるこ

と。
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コ 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意

事項について (平成 16年 10月29日 基発第 1029009号)

3年保存

都道府県労働局長殿

基発第 1029009号

平成 16年 10月 29日

厚生労働省労働基準局長

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての

留意事項について

平成 17年 4月 l日から個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57号)が全面

施行されることに伴い、雇用管理に関する個人情報については、その適正な取扱いを確

保するため、平成 16年 7月 1日に、同法第 8条の規定に基づき、雇用管理に関する個

人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき婿置に関する指針(平成 Hi

年厚生労働省告示第 259号。以下「指針」という。)が公布されたところである。

「個人情報の保護に関する基本方壷1-J (平成 16年 4月 2日閣議決定)及び国会におけ

る附帯決議において医療分野における個人情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確

保する必要があると指摘されていること、並びに平成 16年 9月に取りまとめられた「労

働者の健康情報の保護に関する検討会」報告書の内容を踏まえ、今般、指針に定める雇

用管理に関する個人情報のうち健康診断の結果、病歴、その他の健康に関する情報(以

下「健康情報」という。)の取扱いについて、指針に定めるものに加えて事業者が留意

すべき事項を別紙のとおり取りまとめた。

ついては、本件について別添のとおり事業者団体の長に対して協力依頼し、あわせて

社団法人 日本医師会会長及び全国労働衛生団体連合会会長への協力を要請したところ

であるので、各局においても貨局管内の監督署及び地域産業保健センターに対して周知

されたい。 (本要領では別添は省略している。)
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別紙

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第 l趣旨

この留意事項は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業

者が講ずべき措置に関する指針(平成 Hi年厚生労働省告示第 259号。以下「指針」と

いう。)に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱いについて、指針

に定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定めるものである。

第 2用語の定義

個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57号。以下「法」という。)第 2

条及び指針第 2に定めるもののほか、この留意事項において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

1健康情報

指針に定める雇用管理に関する個人情報のうち、健康診断の結果、病歴、その他の

健康に関するものをいう。なお、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるも

のが挙げられる。

(1)産業医が労働者の健康管理等を通じて得た情報

(2)労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号。以下「安衛法」という。)第 65条の

2第 1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働

者の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

(3)安衛法第 66条第 I項から第 4項までの規定に基づき事業者が実施した健康診

断の結果並びに安衛法第 66条第5項及び第 66条の 2の規定に基づき労働者から

提出された健康診断の結果

(4) 安衛法第 66条の 4及び第 66条の 5第 l項の規定に基づき事業者が'医師等から

聴取した意見及び事業者が講じた健康診断実施後の婿置の内容

(5)安衛法第 66条の?の規定に基づき、事業者が実施した保健指導の内容

(6)安衛法第 69条第 l項の規定に基づく健康保持増進婿置(THP トータル・ヘルス

プロモーション・プラン)を通じて事業者が取得した健康測定の結果、健康指導

の内容等

(7) 労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)第 27条の規定に基づき、労働

者から提出された二次健康診断の結果

(8)健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得した情

報

(9)受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

(10)事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報
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(1l)労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報

(12) (1)から (11)までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提供された本人の

病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報

2産業保健業務従事者

産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事す

る者をいう。

第 3健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

1法第 16条及び法第 23条第 1項に規定する本人の同意に関する事項(指針第 3の

2関係)

(1)事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について医療機関か

ら健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求められた情報を医療機関が

提供することは、法第 23条の第三者提供に該当するため、医療機関は労働者か

ら同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの

情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、

これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

(2) また、事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場

合、事業者と健康保険組合等とは、異なる主体であることから、法第 23条の第

三者提供に該当するため、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要

がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目

的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労

働者本人から提出を受けることが望ましい。ただし事業者が健康保険組合等と共

同で健康診断を実施する場合等において、法第 23条第 4項第 3号の要件を満た

している場合は、当該共同利用者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意

を得る必要はない。

2法第 20条に規定する安全管理措置及び法第 21条に規定する従業者の監督に関

する事項(指針第 3の 3(1)及び(2)関係)

(1)健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの取扱いについて

は、その利用に当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあるこ

とから、産業医や保健師等の看護職員に行わせることが望ましい。

(2)産業保健業務従事者以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取

り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて

健康情報を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずること。

3法第 31条に規定する苦情の処理に関する事項(指針第 3の8関係)

指針第 3の8に定める苦情及び相談を受け付けるための窓口については、健康情

報に係る苦情及び相談に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従事者

と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。
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4その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための措

置を行うに当たって配慮すべき事項

(1)事業者は、健康診断等を医療機関に委託することが多いことから、健康情報に

ついても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内においても健康情報

を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合があること等にかんがみ、あ

らかじめ、雇用管理指針第 3の6に掲げるもののほか、以下に掲げる事項につい

て事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当

該規程に従って取り扱わせることが望ましい。

(a)健康情報の利用目的に関すること

(b)健康情報に係る安全管理体制に関すること

(c)健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関する

こと

(d)健康情報の開示、訂正、追加文は削除の方法(廃棄に関するものを含む。)

に関すること

(8)健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

(2)事業者は、(1)の規程等を定めるときは、衛生委員会等において審議を行った

上で、雇用管理指針第 3の9(1)に定めるところにより労働組合等に通知し、必

要に応じて協議を行うことが望ましい。

(3)事業者は、安衛法第 66条第 l項及び第 2項等の規定に基づき行われた健康診

断を受けた労働者等に対し、遅延なく、その結果を通知すること。

(4) HIV感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性が

低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝情報については、職業上の特別な

必要性がある場合を除き、事業者は、労働者等から取得すべきでない。

(5)労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われ、また、健康保

険組合において「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ドラインJに基づき取り扱われることから、事業者は、特に安全管理指置等につ

いて、両ガイドラインの内容についても留意することが期待されている。

第 4個人情報取扱事業者以外の事業者による健康情報の取扱い

個人情報取扱事業者以外の事業者で5あって健康情報を取り扱う者は、健康情報が特

に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、第 3に準じ

てその適正な取扱いの確保に努めること。
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(4 )自殺対策基本法(抜粋) (平成十八年六月二十一日法律第八十五号)

(目的)

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推

移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定めJ及び国、地方

公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定め

ること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて

自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で、生きがいを持

って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものでは

なく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組とし

て実施されなければならない。

2 自殺対策は、自殺が多様かっ複合的な原因及び背景を有するものであること

を踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施され

るようにしなければならない。

3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した

後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策とし

て実施されなければならない。

4 自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に

関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実

施されなければならない。

(国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっと

り、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、固と協力し

つつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業主の責務)

第五条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、

その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。

(国民の責務)

第六条 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるもの

とする。

(名誉及び生活の平穏への配慮)

第七条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者
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の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮、し、いやしくもこれらを不当に侵害

することのないようにしなければならない。

(施策の大綱)

第八条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かっ総合的な

自殺対策の大綱を定めなければならない。

(法制上の措置等)

第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措

置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告)

第十条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自

殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。

(調査研究の推進等)

第十一条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並

びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

2 国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行

うものとする。

(国民の理解の増進)

第十二条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止

等に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

(人材の確保等)

第十三条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び

資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

(心の健康の保持に係る体制の整備)

第十四条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康

の保持に係る体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

(医療提供体制の整備)

第十五条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることによ

り自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かっ適切に提供されるよう、

精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条に

おいて「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又

は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医と

の適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等

必要な施策を講ずるものとする。

(自殺発生回避のための体制の整備等)

第十六条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、

相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充
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実に必要な施策を講ずるものとする。

(自殺未遂者に対する支援)

第十七条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、

自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

(自殺者の親族等に対する支援)

第十八条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の

親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切

な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

(民間団体の活動に対する支援)

第十九条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動

を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(設置及び所掌事務)

第二十条 内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」とい

I う。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第八条の大綱の案を作成すること。

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及

び自殺対策の実施を推進すること。

(組織等)

第二十一条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、内閣官房長官をもって充てる。

3 委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する

者をもって充てる。

4 会議に、幹事を置く 。

5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令

で定める。
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2 メンタルヘルス関係委託事業(平成22年度)

(1)メンタルヘルス対策支援センター事業

地域における職場のメンタルヘルス対策の中核的機関として、メンタルヘルス対

策支援センターを全国47都道府県に設置。

ア相談の受付

メンタルヘルス不調の予防から、早期発男と適切な対応、メンタルヘルス不調

書の職場復帰に至るまで、事業者、産業医、衛生管理者等の産業保健スタッフ等

からの相談を受け、適切に回答する。

イ 個別事業場に対する訪問支媛

事業1易に対し、メンタルヘルスに関する専門家等を派遣し、「労働者の山の健

康の保持増進のための指針J(平成 18年 3月31日 健康保符増進のための指

針公示第3号 以下、「指針」という。〕 で定められている rl~\の健康づくり計画J

の策定、 4つのメンタルヘルスケアの推進、メンタルヘルスケ?をf並進するため

の教育研修・情報提供、職場1景涜等の把握と改善、メンタルヘスル不調への気づ

きと対応、職場復帰における支援等について、具体的な取組方法等に関する助言

等を行う。

また、職場の管理監督者に対し、指針に定められている管理監督者の役割やrl~\

の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(平成21年3月改訂〉

に基づく管理監督者の取組事項などに関する教育を実施する。

エ メンタルヘルス交流会の開催

事業者、産業医、衛生管理者等の産業保健スタッフ、メンタルヘルスに関する

相談機関、医療機関等の関係者を集め、メンタルヘルスに関する事例の験討や、

関係機関の連第等、関係者間の交流を行う会合を開催する。

オ 相談機関の周知及び紹介

厚生労働省が策定レた登録基準「メンタルヘスル対策における事業場外資源と

の連擦の促進についてJ(平成 20年 6月 19日付け墓安労発第0619001号〉

に基づく相談機関の登録に関して周知を行う。また、登録された相談機関の周知

を行うとともに、事業者等の求めに応じて相談機関の紹介を行う。

力その 他

(J>) 職場のメンタルヘルス苅策に関する説明会、講習会等を共催するなど、都

道府県労働局、労働基準監箇署と連携した取組を行う。

(イ) ホームページを開設し、事業者、産業医、衛生管理者等の産業保健スタッ

フに対し、事業内容、メンタルヘルスに関する最新の情報、相談日の案内、研

修会、説明会の案内等の情報を提供する。

(ウ) その他、センターの運営に関して広1要な業務を行う。
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(2)労働者の健康保持躍進事業(メンタルヘルス関係部分〉

ア メンタルヘルス不調の防止のためのストレス対処方法の検討

過霊な労働、不規則な労働、緊張の連続、孤立した業務等、 4華々な業種、業態

におけるストレスの特徴等を分析レ、これらの特徴を踏まえ、簡単な運動、リラ

クゼーション、生活習慣の改善等、効果的なストレス苅処の取組を倹討し、スト

レス対処のためのテキストを作成する。

イ 事業場内メンタルヘルス教育研修担当者養成研修の実施

事業揚内においてメンタルヘルスに関する教育研修を実施する者(事業甥内メ

ンタルヘルス担当者〕等に対し、メンタルヘルス教育の実施に必要な知識等に関

する研修を実施する (7箇所以上の主要都市で実施〕 。

ウ 派遣元事業者等に対するメンタルヘルス研修会の開催

派遣元事業者等に対レ、派遣労働者に特性を踏まえた職場のメンタルヘルス対

策に関する研修を実施する (東京、大阪等の主要都市で実施〕。

エ 職場のメンタルヘルスに関する説明・討論会の開催

事業者、産業保健スタッフを対象とレて、メンタルヘルスに関する最新の動向

や企業の取組など、職場のメンタルヘルスに関する説明・討論会を開催する(東

京又は大阪で開催〕 。

オ 自殺対策に関する研修会の開催等

事業者、産業保健スタッフ等に対し、職I君における自殺対策に関する研修を実

施する(原則、全国の都道府県で実施〕 。

力事業揚に対する悶言等

職場のメンタルヘルスに関する事業揚の取組の充実を図るため、 rl~\の健康づ

くり計画」の策定等に関レ、メンタルヘルスに関する有識者による助言等を実施

する。

キ事業者等向け資料の作成、配布

「労働者のI~\の健康の保持i普進のための指針」、 rl~\の健康問題により休業

レた労働者の職揚復帰支援の手引き」、その他、事業揚におけるメンタルヘ

ルス対策に関する取組御事例等に関する資料を作成し配布する。

(3)精神科医、産業医に対する研修事業

メンタルヘルス不調者のI曽加を背景として、メンタルヘルス不調者の職場復帰等

において極めて重要な役割を持つ精神科医や産業医の役割が重要となっている。精

神科医は必ずしも産業保健に十分な知識を有しておらず、また、産業医は必ずしも

メンタルヘルスに関する十分な知識を有していないことから、精神科医及び産業医

に対し、それぞれ産業保健に関する研修、メンタルヘルスに関する研修を全国で実

施する。

(4)メンタルヘルス・ポータルサイト事業
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厚生労働省ホームページ上にメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を

開設。臨場の人間関係等に悩む労働者やその家族、事業主、産業保健スタッフが、

職湯のメンタルヘルスに関する情報源に容男にアクセスし、必要な情報を得ること

を目的とレている。悩みを乗り越えた方などの体験談(インタビュー・対談〉の紹

介、メンタルヘルスケアへの支援を行う専門の相談機関や医療機関の案内、事業揚

のメンタルヘルス対策の取組に関する事例の紹介、 Q&A等の情報を提供レてい

る。
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3 リーフレット等一覧

(1)職場におけるI~\の健康づくり(リーフレット、派遣労働者向けもあり)

~労働者のI~\の健康の保持溜進のための指針~

職場のメンタルヘルス対策について、指針の内容を解説した総合的パンフレ

ット。 II~\の健康づくり計画」の事例、管理監督者による部下への援し方、職場

環境等の改善を通じたストレス苅策の考え方などを解説している。

(2)ωの健康づくり事例集(リーフレッ卜)

~職場におけるメンタルヘルス苅策~

職場のメンタルヘルス対策について、中小規模事業場の取組や、 事業揚内の

体制整備など、 6つの取組事例を紹介している。

(3)山の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(リーフレッ卜〕

平成 21 年3月に改訂した、 II~\の健康問題により休業した労働者の職場復帰

受媛の手引き」の内容を解説するとともに、復職支援事例の紹介、復職支援に関

する事業揚の規程例等を紹介レている。

(4)こころの健康気づきのヒント集(リーフレット、派遣労働者向けもあり〉

セルフケアの促進のため、職業性ストレス簡易調査票、ストレスとのつきあ

い方、快適な睡眠の方法などを解説レている。

(5)蛾傷のソフト面の快適化のすすめ

~快適職湯調査 (ソフト面〕 の活用による職場のI~\理的 ・ 制度的側面の改善~

ソフト面の快適な職場づくりにおいて重要とされる人材育成、職場の人間関

係、仕事の裁量性、処遇等の7つの領域について、快適職場調査の実施により

改善を図る方法を紹介している。

(6)職場における自殺の予防と対応(冊子)

自殺予防の+箇条、自殺の直前のサイン、日常での配慮や遺された人への対応な

ど、職場における自殺予防の取組方法を解説するとともに、職場のメンタルヘルス

対策の事例、自殺予防対応事例を紹介している。
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4 関係機関一覧

(1)地域産業保健センター

厚生労働省の委託事業により実施。全国約300箇所lこ設置されている。労働

者鍛 50人未満の事業場を対象として、労働者に対する産業保健サービスを提供

している。

(2)都道府県産業保健推進センター

厚生労働省から独立行政法人労働者健康福祉機構への交付金により実施。全国

47都道府県に設置されている。労働者室長 50人以上の事業1勇を対象とレて、産

業医等の産業保健関係者に対レ、研修、情報の提供、相談等を実施。

(3)メンタルヘルス対策支援センター

厚生労働省の委託事業により実施。全国 47都道府県に設置されている。1也I或

における職場のメンタルヘルスの中核的機関として、メンタルヘルス不調の予防

から、早期発見、適切な対応、メンタルヘルス不調者の職場復帰に至るまで、総

合的な相談受付、専門家による訪問指導、関係機関のネットワーク化等を実施。

(4)労災病院(勤労者メンタルヘルスセンター〉

全国 9箇所の労災病院において「こころの電話相談」を実施。勤労者メンタル

ヘルスセンターは、全国 14箇所の労災病院に設置されている。ストレス関連疾

患の診療、相談、メンタルヘルスに関する研究、勤労者、医療従事者等を対象と

レた講習、研修、ストレスドック等を実施。また、 ・ 中央労働災害防止協会

(5)精神保健福祉センター

精神保健福祉法に基づき全国67箇所に設置されている。都道府県における精

神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地t或住民の精

神的健康の保持僧進、精神障害の予防、適切な精神医療の挺進から、社会復帰の

促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助を実施。

(6)保健所

地域保健j去に基づき全国約 500箇所に設置されている。精神保健に関する現

状はあく、精神保健福祉相談、精神訪問指導等を実施。

(7)自殺予防総合対策センター

自殺予防にむけての政府の総合的な対策を支媛するため、国立精神 ・真剣セン

ター精神保健研究所に設置されている。自殺予防対策に関する情報の収集、自殺

予防苅策ネットワークの構築、自殺の実態分析等を実施。

(8)日本産業カウンセラー協会

産業カウンセラーを中山とレて組織されている社団法人。全国 13ブロックに

支部が設置されている。産業力ウンセラーの要請、産業力ウンセラーのための研

修、無料電話相談「働く人の悩みホットライン」を実施。

(9)日本いのちの電話連盟

全国各地の「いのちの電話」で組織されている一般社団法人。全国 50箇所の

「しlのちの電話」が加盟レている。毎月 10日にフリーダイヤルで電話相談を実

施。
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5 メンタルヘルス相談の専門機関一覧(相談登録機関〉

2010年 2月22日現在、「メンタルヘルス対策における事業揚外資源との連第の

促進についてJ(平成 20年6月 19日付け基安労発第0619001号〕に基づき、

メンタルヘルス相談の専門機関として登録されている機関は次のとおりである。

都道府県 相談機関名 T 性所 TEL 登録番骨

株式会社 EAP 北，毎董 北海道札幌市中央区大通西22-2-17
畳録番号

北海道 064-0820 090-8428-1998 
22-1号

スティツ円山大通501号

特定非営利活動法人 宮城県仙台市青葉区中灸三丁目5番 14号
畳録番号

宮媛県 980-0021 022-211-9234 
21-1号

車日本カウンセリンヴセンター

有限会社メデイカルハート志津 手葉県憧倉市上志津1669 畳録番号
千葉県 285-0846 043-460-2032 

軍9-1号
ヴァンベール志津203

群馬県前橋市南町長崎一10 畳録番号
君事馬県 メンタルヘルス・ケアセンターぐんま 371-0805 027-243-8190 

箪2-1号
ドルフィン南町201

LLPファミリーサポート桜 群馬県高崎市吉弁町南陽台2-13-15
畳録番号

務馬県 370-2101 027-320-4295 
第14-1号

祉団法人日本屋離方ウンセフ協会
群馬県高崎市問屋町3-10-3

よ惜越支部 畳録番号
務馬県

社団法人日本産量カウンセラー也会
370-0006 027-365-2575 

第25-1号
上慣越支部群鳳相臨室 問屋町センター第2ピル3階

東京都目黒区よ目黒2-1-1 登録番号第1-1骨
東京都 開アドパンチッジリスクマネヲメント 153-0051 03-5794-4171 

格転のため畳陣恒膏需
中目黒GTタワー17階

行

社団法人日本直裏カウンセラー也会東京支部 車京都渋谷区千駄ヶ谷5-19ー7
畳録番号

東京都
社団法人目率直聾カウンセラー協会東京支部

151-0051 03-3355-3123 
軍10-1号

東京縮政支

東京都千代田区内神田2-12-6
畳録番号

東京都 練式会社フィスメ!ノク 101-0047 03-3255-3698 
軍5-1号

向神田0$ピル7階

有限会社代々木町轟相談センター 車京都渋谷区代々木1-55-10
畳録番号

東京都 151-0053 03-3320-0731 ， 1-1号
学園ピル9階

株式会社ピースマインド 車京都中失区八重刑2-2-1
畳録番号

東京都 104-0028 03-3242-5777 
軍15-1号樟主主禽社ピースマインド

住友生命八量刑ピル4F車京駅前ルーム

時;CメンM ヘルス・プロフェッショナル 車尽都千代田区神田須田町1-7
畳録番号東京都 101-0041 03-5298-3051 

軍16-1号サポート本側 神田セントラルピルA練2階

東原都新宿区西新宿1-26-2
畳録番号

東京都 悼式全性揖偉ジャパン・ヘルスケアサービス 163-0510 03-3349-4923 
27-1寺

新宿野村ピル10F

橡草食会袷 東京都港区鹿ノ門2-5-2
豊録番号東京都 105-0001 03-3593-1112 
20-1号

メン."へJレス・リサーチ且コンサ"子ィシゲ ヱアチャイナピル5F

揖式会社トゥゲザー 世阜県瞳阜市加納柳町53番地 畳録番号
岐阜県 500-8424 050-7516-8877 

19-1号
レーペン心理相観研究所 HOUSE610 2A 
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時<Cメン$I}(..̂)L.スープロフエツ‘ンョナル 京都府京都市中京区車洞院通脚池下ル 量録番号
京都府 604-0981 075-212-6387 

サポート京都オフィース 笹屋町436j}c和御池ピル902 第16-2号

大阪府大阪市北区梅田2丁目4番7号 畳韻番号
大阪府 アップハート株式会社 530-0001 06-6348-5115 

桜橋ヱコーピル8階 第12-1号

日本CHRコンサルティング株式会社 大阪市北区王神橋二丁目3番8号 豊録番号
大阪府

日本Cト棋コンサ"予イング樟式会社
530-0041 06-6948-8111 

軍8-1号
相蹟事業部開轟町相聞センヲ MF南議町ピル4階

キャリアマネジメントコンサ)vrィンゲ 大阪府大阪市西区東町堀2-2-1
量録番号

大阪府 550-0003 06-6459-3882 
26-1号株式会祉 スミタピル5階

有限会社ワイノット 鳥取県鳥取市南吉方'14-3-1 壷録番号
鳥取県 680-0843 0857-30-1151 

軍28-1号
カウンセリングルームたいよう エステートピルrr2F 

l 株式会社人事情報システム 山口県山口市吉敷下車3丁目2-13
畳録番号

山口県 753-0814 083-995-2161 
18-1号

キュピックマインド 川本ピル2F

広島県南区京橘町1-2 畳録番号
広島県 みなみストレスカウンセリンゲRoom 732-0828 082-264-3011 

曹23-1号
新車措ピル602

Menta!村田出&Human Sup凹" 檀島県檀島市藍本町2-30-1 畳録番号
徳島県 770-0042 088-633-5689 

軍6-1号
W比hYou パティオ耳本3F

サクセスブレーンズ株式会社 量媛県松山市宮田町169番地5 畳録番考
愛媛県 790-0066 090-3925-7494 

カウンセリンヴルームこζろ白菜 第13号ー1

MEH且 Sーメ"λー 鹿児島県鹿児島市東予右町5-8 畳録番号
鹿児島県 892-0842 099-201-6555 

軍17-1号
産業メンタルヘルスサポート KYピル302

有国会社こころのサボトセンターアミ 鹿児島市上之園町34番目号 畳録番尋
鹿児島県 890-0063 099司 259-9477

第3-1号
カウンセリンゲルーム ユーカリ

医療r圭人共助会 鹿児島県鹿児島市犬迫町7783番地1 畳録番号
鹿児島県 890-0046 099-238-0940 

24-1号鹿児島メン11)/，......'レス研究所J、ート，ピース

社団法人日本産集カウンセラー協会 神奈川県横浜市南幸2-19-14 畳録番号
鹿児島県 220-0005 045-290-0869 

事29-1
神奈川支部補混相談室 折目ピル9階

沖縄県中頭群西原町上席103 豊録番号
，中縄県 オフィスサーブ 903-0125 098-871-9672 

軍4-1号
ルポアYARA2F 

注登録番号第7号Id:201 0年2月に廃止。
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6 各種統計資料

(1)仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの状況

強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合の推移

70.0% 

強
い
不
安
等
を
感
じ
る
労
働
者
の
割
合

62.8% 

60.0% 

50.0% 

(%) 40.0% 

昭和57年昭和62年平成4年平成9年平成14年平成19年

出典 型聖宝労働省「労働者健康状況調査J (昭和57、62、平成4、9、 14、 19年〉

(2)職業生活におけるストレス等の原因

強い不安、悩み、ストレスの肉S

強い不安幅悩み、ストレスの肉容(3つ以内の檀散図書)

'ス強 仕 • 雇 会
強

トい 場 界 事 スい
仕 仕 事 配 用 社 定 ト不

レ不 事 事 へ
の 進

置 の の 老年
故

レ安年別‘性別‘紙業協態別 ス安 人 や 不
(単位制)

カ《恒
の の の

間 界
転 安 将 後後

災 そ
不

ス
明

貿 量 適
関 級

後 定 来 のの
害

の
明 が悩

あみ の の 正 の 性 性 閉仕 他 右
係 の の いみる、 問 閉 の
の 問

間 の の 組事
経

題 組 問
問 阻

題 問 問
殴

題
姐

姐 阻

平成14年 61.5 100 30.4 32.3 20.2 35.1 14.5 6.4 17.7 29.1 17.2 (...) 7.7 0.0 38.5 

， 、
平成19年 58.0 100 34.8 30.6 22.5 38.4 121.2 8.1 12.8 22.7 21.2 2.' 9.' 0.1 41.2 0.8 

ー

性
'1¥ 59.2 100 36.3 30.3 21-2. 30.04 24.9 8.7 lU 29.¥ 24.1 3.0 9.4 0.1 40.2 0.6 

年 別
別 女 56.3 100 32.5 31.1 24.5 50.5 15.6 7.1 13.7 12.9 16.7 1.1 9' 0.2 42.7 1.0 

就 一般社員 61.8 100 36.7 32.0 23.2 37.7 21.0 8.4 9.6 24.6 21.6 2.5 9.4 0.1 37.6 0.6 

調院

形 契約社員 56.2 100 24.8 23.3 23.1 34.4 28.7 9.6 36.2 14.4 21.0 0.6 8.1 。? 43.6 0.2 
惣

完リ
"ートヲイム労働者 40.3 100 27.6 25.3 16.6 45.8 17.7 4:4 21.9 14.1 18.1 1.7 9.8 0.1 58ρ 1.7 

注 平成19辱調査でlま l彰被や災害の 経駿Jを新規調査事項として追加し正.
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( 3 ) 脳・ I~\臓疾患、精神障害等に係る労災支給決定件主主の推移

脳・ I~\臓疾患、精神障害等に係る労災支給決定件数の推移
450 

400 

350 

300 

1牛叡 2叩

200 

150 

100 

50 

o 
平'"0年度 11年度 "年度 13写11 14年度 予5年度 16年度 17年度 ，.年度 19年度 20年度

園脳 o/s¥臓疾患 ・精神障害等

注1 平成13年12月 魁 ω厳疾患の認定翠噂"'iE
平取 11年 9月 明神崎密警の判断指針蹟定

注2 脳 1 eJ.~医療患と協脳内出血、くち膜下出血、 臨梗妻、
。簡便窒浪曲度などをきう

(4)近年の白殺者獄の准移

(人)

・40，日00

35.000 

30.000 

25，000 

20，000 

15，日日日

10.000 

5.000 

。

近年の自殺死亡者数の推移

~之主皇

22且呈1

16.416 
9，850 

L笠E
9，418 

H7 H8 H9 1 .. l1n J..ll1 1-1 1 つI-l l~ I-lld 1-l15 H16 H17 H18 け19 H20 

+ 総数 + 男性 + 女性

|出典 警察庁「自殺の概要j
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(5)自殺の原因・動機の推移

〈人) 自殺の原因・動機(年次推移〉
18.000 

16，769 

16.000 

14.000 

12βQQ 

10.000 

8.000 

6.000 
対前年比 170%

4βQQ 

2.000 トー ←一一

o 

15402 

6969 

経溝生活問題

合

家亘南西

不 詳

その他
勢 女間居一-・
量桂掴

同7 H8 H9 Hl0 Hl1 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

H19自話番目3.093人〉で原因 勧iJJ!が特定されだ者23.209人中原因島閣が健康問題 14.684人
うつ病 6.060人

H20自殺者 (32，249人)で属図!IJ慢が特定されだ者23.490人中 願因動僧が健康問題 15.153人
うつ病 6.490人

CH19. H2Q共に原因動惚ほ3つまで計上〉

出典 警察庁「自殺の概要」

(6) I~\の健康対策に取り組んでいる事業場割合

11:，¥の健康対策取組の有無 ・取組内容別事業所割合 (労働者数10人以上)

取組内容(複数回害) --(%) 

心の健車対質l~車り組んでいる 侶 3. 6) 、
労働者からの相股対応の体制霊備 59. 3 

労働者に対する教育研棒、情報提供 49. 3 

菅理監督者に対する教育研修、情報提世 34. 5 

職場環境等の評価及び改善 2 O. 5 

外部機関を活用した対軍由実施 2 O. 4 

メンタルヘルスケア担当者回選笹 1 9. 4 

職場檀帰Lおける支揖 1 8. 0 

メンタルヘルス対策についての衛生員会等での調査審譜 1 7. 6 

メンタルヘルスケアに関する問題点在解決するための計画の策定と実施 1 3. 8 

平成 19fま強働者健康状耳胡置 (厚主労働省〉
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(7) 11:，¥の健康対策に取り組んでいない理由別事業湯割合

I~\の健康対策に取り組んでいない理由別事業所割合(労働者数 10人以上〉

取組内容(複数回答)

心田健康対策ド取り組んでいない

尊門スタッフがいない

取り組み方が分からない

必要性を感じない

労働者の関心がない

経費がかかる

その他

不明

(8)気分障害の患者叡の権移

気分障害患者数の准移

千人

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

。

(%) 

66. 4 

44~ :r、，、
42. 2 ， 
Eぢ.，.s-

27. 7 

12. 1 

17. 5 

O. 7 

. 
平成19年労働者健康状虫調査(厚生労働省)

-双極性障害(繰うつ病)

・うつが

・気分変調症

・その他
潔うつ翁の患者数は¥CO-10における
円以うつ病エピソード)と円3(反復性

うつ病性陣容)を合わせた数

平成8年平成11年平成14年 平 成17年平成20年

〔出典]患者調査
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